




一、平和の春にあたらしく

郷土を興すよろこびも

公民館のつどいから

とけあう心なごやかに

自由の朝を たたえよう

二、心の花のにおやかに

郷土にひらく ゆかしさも

公民館のつどいから

希望を胸に美しい

文化の泉 くみとろう

三、働くものの安らかに

郷土に生きる たのしきも

公民館のつどいから

まどいになごむ ひとときに

明日への力 そTごてよう
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船長燃料第 13 回大会に際して燃料:~?i~~~

都市も農村も、異常なほどのはげしさで揺れ動いています。

そしてその波紋は、なんらかの形で社会の構造的な変革を伴わずにはいない深刻き

で、お互いの生活の上に押しひろがりつつあります。

美しい自然の中t乙平穏な暮らしが営まれていた静かな村に、突如として煙突が林立

し、かつては美田が広がっていたであろう場所には巨大な工場設備がそびえ立ち、異様

な景色に変ってしまったところもまれではありません。

昭和30年を起点とする、日本経済の成長のいらじるしい高まりと、それを助長させ刺l

戟する「所得倍増政策Jは技術箪新の波に乗って、設備投資を驚くべきスピードで展開

させてきましたし、それにともなって人口の激しい移動や、消費の増大は目をみはるも

のがあります。

しかし反面からみて ζの経済の伸びによる社会変貌は、そのアンボがあまり早すぎた

ために、いろいろなところに歪みをとなうことになってきました。

このような変動する社会の現実にそくして、社会教育活動をどうおしすすめるか、ぞ

のメドをどこに求めるかになると、かならずしもほんとうに見当がついているとは言え

ないのではないでしょうか。

青年や婦人達の集りは、めだってわるくなってきていますし、人々の考えはパラパラに

なり、それぞれ個人的利害を追って走りまわっている現状の中で、村づくり町づくりが

如何に提唱されでも、きれいとととじてはわかっていても、いざ実行という段になる

と、どうにもならないのが実際ではないでしょうか。

現実基盤の進み方に抵抗して、古臭い精神訓話的なかけとえをかけていたのでは、い

よいよ若い人や婦人達からもソッポを向かれてしまうのはあたりまえでしょう。

そうかと言って、 Tこだ変貌に巻き乙まれて流れに調子をあわせるだけでは、結局誰か

の利益に奉仕する運動や組織づくりがなされるだけで、真にわれわれ自身のための村づ

くり、町づくり運動とは言えないのではないでしょうか。

そうだとすれば，乙うした日本の大きな変化は、私たち自身が自主的Kこれを学びと

り、受入れてゆき、さらに自分のものにしていかなければならない事態だと思われま

す。

公民館は、われわれの、この「社会的状況の変化」に対応する生活上の適応過程の中

において、どのように機能すべきであろうか。

これを今大会の基調として行きたいと考えます。

そのためにこの大会では 3部門を設けて、公民館の本質、部落町内公民館、地域住民

の社会活動、学習活動の面から、皆さんとともにさらに突とんで追及して、公民館の将

来の方向を見定めたいと思います。

福岡県の公民館は、 20年前の発足当初から常に全国的にリーダーの役割を果してまい

りましたが、他府県も近来とみに水準をあけ.てまいりました。

これはまことによろこばしいことで、われわれはこの同志とともに子をつないで、い

よいよ新しい時代に即する公民館の進展につくしたいと念願いたします。

昭和 40年 5月 23 白

福岡県公民館連絡協議会

会長守田道隆

－ 1 －



1. 

2. 

:3. 

1. 

'2. 

母さんの 歌

母さんか夜なべをして

手ぷくろあんでくれた

木伯ふいちゃ冷たかろうて

せっせとあんたγごよ

故郷の使りが届く

囲ろりの匂がした

母さんが麻糸つむぐ

1日つむぐ

お父は土閲で~打ち仕事

お前も頑狼れよ

故郷の冬はさみしい

せめてラフオ閲かせたρ

母さんのあかぎれ焔ρ

生みそをすり込む

叡Z;もとけりゃもうすく春だて

出が待ってるよ

小川のせせらぎが問える

似しさがしみとおる

島原の子守唄

おどみや島原の

おどみや I~原の梨の木育ちよ

なんのなしやら

なんのなしやら

色気なしばよしょうがいな

早よねろ泣かんでオロロンばい

鬼の池の久助どんの

つれんこらるば旬、

帰りゃ寄っちょくれんか

帰りゃ寄っちょくれんか

アパラ屋じゃけんとe

変めしゃ~んめし

~めし ゃ架んめし

黄金めしばよしょうがρ な

早よねろ泣かんでオロロンパイ

児の池の久助どんの

つれんこらるばい

み

2. 

3. 

4. 

5. 

8 

7. 

8. 

ん な で 歌

おさなな じみ

おきななじみの翻ρ出は

背いレモンの味がする

お

閉じるまぶたのそのうらに

おきなρ盗の君と僕

お手々つなv、で幼稚園

樹木ブラン コ 紙 芝 居

胸に下った ハンカチの

君の名前が読めたっけ

小学校の運動会

君;ま 1等僕;まびり

泣きたρ気持で ゴーノレイン

そのまま家までかけたっけ

ニキピの中に顔がある

f事例鋭と }ζ らめっこ

セーラー!股がよく似合う

君が他人広 見えたっけ

1+¥すあてなしのラブレター

主?ρて何度も読みかえし

あなたのイ ニシャル何と なく

布いて破ρてすでたっけ

学校出てから久しぶり

ばったり逢ったら 2人共

アベック同志のすれ違ρ

|眠れなかった夜だっけ

あくる臼あなたに電話して

食事をしたρ と言ったl時

怠.¥11:感じた l掬きわぎ

心の怨が H古れたっけ

その日のうちのプロポーズ

その日のうちの口づけは

おきななじみの幸福に

香るレモンの味だっけ

あれから 2年目僕たちは

務ρ陽気なパパとママ

それから 4年目おきな子は

お手々つなρ で幼稚悶

10.おきななじみの想ρ出は

苛いレモンの味がする

愛のしるしの ρ とし子は

述ρ首の 君 と 僕

うlu

1 

2. 

3. 

2. 

3. 

もずが枯木で

もずが枯木でJl弘、て旬、る

おいらはわらをたたρ てる

耐ilびき車はおばあさん

コァトン水車も廻ってる

みんな去年と同じだよ

けれども足んねえものがある

兄んさの緋る割j音がねえ

パッサリ 1m出~ ;る音カqユえ

兄んさは満州へいっただよ

鉄砲が涙で光ったた'

もずよ 寒いと鳴くがよρ

兄んさはもっと寒旬、Tごろ

夜 明け の唄

夜明けのI~~よ 私の心の

きのうの悲しみ 流しておくれ

佼1!Jjげの唄よ 私の心に

若ρ力を 満たしておくれ

夜明けのl狽よ 私の心の

あふれる思，、を

わかっておくれ

政l児けの唄よ 私の心κ

大きな~lみを fごかしておくれ

夜明けのl興よ 私の心の

小さな幸せ守っておくれ

夜明けの唄よ 私の心に

位1ρ1:1:¥させる ふるさとのこと
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一一一<大会のしくみと日程〉一

1. 大会テーマ

変貌する社会における住民の社会教育活動を仮興する ため公民館はどのよう な役割

を果たすぺきか

2. 分科会研究の栓

第 1部門 住民の社会教育活動を振興するため中央、地区公民館はどのような役割

を果たすべきか

第 1分科会 農山漁村の公民館

第 2分科会都市近郊の公民館

第3分科会都市の公民館

第 2部門 地域の民主化と社会開発のため町内部落公民館はどうしたらよいか

第 4分科会僻地、離島の町内部落公民館

第 5分科会 農村及び都市近郊の町内部落公民館

第 6分科会都市の町内部落公民館

第 3部門 地域住民の社会活動と学習活動を振興させるため公民館はどうしたらよ

いか

第 7分科会 新生活運動、明 るく正しい選挙運動等社会活動と公民館の関係

第 8分科会 家庭教育、青少年成人教育等の学習活動をすすめるために

後

援

福岡県、福岡県市長会、福岡県町村長会、福岡県都市地教委連絡協議会、福岡県!町村地教委連

絡協議会、福岡県青少年問題協議会、福岡県新生活運動協議会、福岡県視聴覚教育協会、福岡

県公明選挙推進協議会、福岡県貯務推進委員会、福間県社会福祉協議会、福岡県農協中央会、

福附県父母教師会連絡協議会、福岡県郡市婦人会連絡協会、福岡県青年間協議会

－ 3 －



3. 分科会報 告

司会者 教育庁八女出張所所長 中 村 義 夫

4. パネルデイスカツシヨン

「地域住民の生活文化を高める ために公民館の果たすべき役割は何か」

登壇者 九州産業大学助教授 林 文 人

田主丸町田I会議員 回 中 尚 年

三 輪町I青年団長 k 回 耕 作

前筑後市筑後校区婦人会長 荻 尾 比 E各

八 幡 区築地会員 禁 山 隆

碓 井町公民館主事 野見 山 友 司

司会者 福岡県社会教育主事 水 摩 安 正

5. 講演

「現代に生き る日本人のあり 方J

置構 師 北 九 州 大 学 学 長 今 中 次踏

6. 大会日程

第 1日….....・H ・23日 第2日………..24日

9.00 ~ 10.30 受付、歌唱指導 9.30 ~ 10.00 速報配付、 歌唱指導

10. 30 ~ 11.00 開会式典 10. 00 "-' 11.00 分科会報告

11. 00 ~ 11. 20 表彰式 11.00 ，...， 12.30 パネル討議

11. 20 ~ 11.30 一般報告 12.30 ，...， 13.30 レクリエ-vヨン、中食

11.30 ，...， 12.00 オリエンア -iノヨン 13.30 ，...， 14.30 記念講演

12.00 ，...， 13. 00 中食、分科会場へ移動 14.30 ，...， 14.40 大会宣言決議

13.00 "-' 16.00 分科会 14.40 - 15. 00 閉会式典

－ 4 －



分

フー 守F 会 場

i¥ 女 高 校

部門
1 重量山漁村の公民館

地 '芦 教 室

央中
. i¥ 女 高 校

昔昆1!i! 
2 都市近郊の公民館

講 堂

の

役割
八 女 高 校

3 都市の公民館

12 号 教 室

第 i¥ 女 高 校

部門
4 僻地離島の町内部落公民館

13 号 教 室

5 都市近郊と農村の町内部落公民館 筑後 市 市 民 会 館

民館

の

議
八 女 高 校

6 都市の町内部落公民館

14 号 教 室

第
筑後市 公 民 館

部門 7 社会活動と公民館の関係

講 座 室

筑後 市 公 民 館

8 学習活動をすすめるために

大 広 閥

科

司

三瀦町公民館長

会

A 
:z:s; 

者

木下福二

教育庁福岡出張所

社会教育係長後藤 久

一一一

北九州市小倉区

社会教育課長梅谷 勝

教育庁八女出張所

教務課長小島弘 二

太刀洗町公民館主事

堀内 イ開

大牟田市公民館主事

松永文夫

一一一一一

添田町社会教育主事

竹田憲太郎

一 一一 一一一一一

福岡市社会教育主事

井 上 修 一

－ 5 －



の 構 成

助 言 者 |問題一引記 録 者任責場会係

県農業改良課教育係長 田辺鶴弥 杷木町社会教育主事 小郡町公民館主事 善導寺町公民館主事

甘木市社会教育課長 坂井金次 井手務次郎 球団静生 久保山茂太

県社会教育課視聴覚教育赤係長司 勝
高木ー・二三

久留米大学商学部助教授門田見昌明 春日町社会教育主事 吉井町公民館主事 大木町公民館主事

教育庁補岡出張所所長高官清志
白水清陽 尾花弘幸島 岡崎 辰 雄

浮羽町公民館主事
県社会教育課社会教育主大事和正己 宮崎孝義

福岡市社会教育主事 吉村一馬 北九州市八幡区 柳川市社会教育課 久留米市公民館主事

黒崎公民館長
山 下明夫 内山敏郎

小野隆雄
木村 仁

久留米市社会教育主事 吉瀬純一

前教育庁八女出狼所所長秋吉紋吾 矢部村公民館主事 教育社庁会八教女育出係坂張長所田不二夫 黒木町社会教育主事

赤石春雄 堤治 2葺

同教育課側諸 一 | 上陽町公民館主事

県社会教育課主事 川崎隆夫 小 川 敏弘

九州大学教育学部助教授岩井竜也 三瀦町公民館主事 瀬高町公民館主事 教育庁山r'l出張所

八女市社会教育謀長平島忠太郎 西国修一 石橋良彦 社会教育係長

高田町公民館主事 大津 E自
県社会教育課青少年教育入係江長 寛 坂梨時毒事

九州産業大学助教授 小林文人 大牟悶市社会教育主事 久留米市公民館主事 大牟田市公民館主事

北九州市社会教育主事 伊藤成優 高 口道之 青 木 邦 夫 塚野文敏

持 地 俊勝

教育庁京都出張所所長 北九州市戸畑区 大牟田市公民館主事 柳川市社会教育主事

如来春治 浅生公民館長 加治屋 降 池 上 正 則

県社会教育課社会教育主事 三 好 一 男 跡調i寿 美
水摩 安 正

県宵少年問題協議下会事川務局次長宏 福岡市住吉公民館 大川市社会教育課 大川市社会教育課

大川市社会教育課木長 社会教育主事補 古賀 昇 大野・勝利
下 正 美

吉田隆二
県社会教育課社会柴教育田主事広 吉

日野時彦

－ 6 －



<福岡県公民館大会の目標 ・内容の推移> (第B闘~第12回)

回数!年度| 目 標 内 容 分科会の構成 |備 考

6 
町村合併と地方財政再建 1.分科会 2.表彰式 1.分打館開育策成上のあい路と 11町村合併の進行

過程にお付る公民館の組 3.ー船報告32年 2.分方館策活動を盛んにする
新市町村建設計

登
織編成と分館活動の振興 4.分科会報告

画の実施財政再

前 10月19日
策を研究する。 5.全体討議

3.部社会活教動育と分関係館団の体関の係支 建国i体のt回初日

大 6.パオJレ省討議今て「新後」生の活推巡進
動万の反 と

) メ'"斗ミ (1日) 策につい 4.市育町村総における社方会策教
の合的抑進

7 .大会宣言決議

f大ぷ幡zx th 、

内符は都市叫

33年 のため県大会を兼ねて行

なう。 I

1 胎齢醐行胴$~ 11阿部 1公民館の椴詩 ιつ社会制廿

7 記念して、公民館10年の 2野正義?鍛ZZZ 五五百lEうし ?安 部改正 (4月)

34年 あゆみをかえりみ、新 し 氏 か 公民館設置2在準
福 ρ時代lこ即応する公民館 13ノ叶Jレ討議 「全民館T2

殺巡営
と分館常識哲 の告示(12月)

11月21・ の在り方と録興方策を研 年のの公民あゆ館み」と」れか
1 

どしのたよらようρか

22日
死する。 4.分科会 3・公民館の運ら営審議会は

大 5.全公体民館討議は 「これからの どうした よいか

(2日)
ρか陥 る べ 4都喜附ける青年学級

会) 主きか」 の営

I ~ 表彰式 5農村経附ける背年学級I7.大会宣言決議 の営
一 一一 ー 一 一 一

公民館運営の科学化およ 1.開会式 2.表彰式 1会純農教育山漁公
村における社 公民館設置基準

ぴ技術化を促進し、地域 3
パ何突オ

J
レ討を議過し「社て会公整民育館

と 民館 の取扱ρ具体化
8 社会の社会教育センター

の 践を 2・近会郊教農育漁村における社
35年 t己 認むかJ と民館

にふさわしρ ものとする 4.分科会 3.都市民における社会教育
ため設置基準l乙則って、 5.分科会報告 ・全体討議 と公館

大 10月3・ 当面の諸問題を研究し新 6
県議喜会界各

E
全互に常意見持を聞

4・認公民館なの
J

設雲仙置及乙対び運す営
る

JII 1 4日 らしJ公民館の道擦を樹

立する。 方かく
j I 5.公民待館遇職の員改の研方修 ・身

大
7

シンポジすのセウ整ムるン備にタ「地ーをは域計

」

と
の

分 善 策

会 (2日)
社て会公教民推育進館 幽

し

的tζ

8.大会宣言決議 ! 

地域社会の文化センター 1.開会式 1書域の振興と公民館還 地域社会の変ぼ

として住民の実生活に即 2.
と「福問題岡県点」

公民館の現状 うが次第に目立
9 した総合的社会教育の推 2.

都人市教育
公民館における成

ってくる。36年
進に寄与する公民館活動 3.研究発表3人

3.1町村教公民館における成 社会教育の総合

と経営の新らしρ在り方
4.歌唱指滋

人育 的推進が提唱さ6月3・
直 を研究する。 6.

育記割念」の推講田演進代元と「総公弥民氏
合館社会の役

教 4.
都年市教育

公民館における青 れる。
4日

方 5.
年
1
町村教育

公民館における青6.分科会 7.突綜i発表
大 (2日) 8.表彰式 9.分科会報告

d 10.全体討議

11.講師の話し合d
、

12.参加者!蕊在日発表

13.大会宣言決滋

－ 7 －



回数|年度l目 標 内 容 分科会の m~_l 備 考

たのしく学びゆたかな暮 1.開会式 2.一般報告 1.第1部門全館活動 農業基本法の制

しと文化をつくるために 3.スライド映写 2.第 2部門婦人団体学級 定と農業構造改
10 公民館はどうしたらよρ ①公と民問館題点15年のあゆみ 3.第各部3部門門を青さ年ら学に級 善事業の推進、

かを研究する。 兼業農家の僧加37年 ②進みゆく視聴覚器材 ①都市 ②近郊③農 都市人口増大
( 行 4.の8鵬実映際画」 「公民館活動 漁山村1己分科する。

5月13・
5.νンポヲウム「県議会

橋 14日 各涯に聞く」

大 6.分科会 7.表彰式

( 2日) 8.全体討議
会

9.連記教念樋育講勉上演設事務を「欧局み州長て」の社全会公

10.参加者感組発表
11.大会宣言決議

住みよ ρ地域社会に豊か i1関会式 第1zgを認定民館の炭坑の閉山が相

な生活文化をつくろう。 2.対地文必域化談要社のかと会向J討議建発「新設展とら生何しJ 篤1地分寧lこ悼在 団地市人街 次吉、産炭地振11 ， ， :lIl!~Ü~O) 活 住 す る 々 興の問題が拾頭

上 K が 第 2分及住科すび近会る郊人都町々市村周に在辺 農家人口減少、

38年 3.分科会 4.表彰式 青少市の都市流

声 4パネル討議、一分科会 第 3鵠込書写吹 出激化
のまとめ 々

畑 5月25日 16・歌と郷土芸能発表 第4分11:在科会住す農る人山漁々 村

大ム;I 2治H T8 記全T大永念体E討謬謡杉掴膏議の輔f地4域M 社T会諜A ζ 第2部Z15阿~由T 部IU著r書-町副門内公都岡民

9 

ひとりひとりの生活をよ 1.分科会別開会式 第1郎基門 個動人的要求に I新産都市建設計

くし、豊かな市民性を育 2.分科会 く濡 函が打ち出され

てるために公民館正どう 3.大会式典 第1分の科公会民館農山漁村 地域社会の開発

しTこらよ旬、か 4.表彰式
第 2分の科公会民館都市近郊

計画が検討され

5.分科会報告 Tごす。
12 6.パ待ネすル討議「公民館に I第 3分科の会公民市館街地図 家庭教育の振興

期るJ 地 ;i叫ばれるよう

7.記近」念代化講演と公「民地域館社の役会割の 第 2基部門く活社動会的必要に lこ~J.る q
39年

第4分国科土会美化政治経済
福 8.大会宣言の決議

5月31日 第5分家庭科教会育公衆道徳
岡

6月1日 第6育分科会 背少年教

大
第3部館門 町内部落公民

会
第 7分の科町内会部熊落公山漁民村館 I 

第8分の科町会内部都落市公近民郊館

第 9分科会 市内街部地落、
民問地館の町 公

－ 8 －



館

奪|市郡名| 被表彰者氏名 l 所属 公民 館名 |役職 名 |就任期間

~日田|小 柳 -1大牟田市早山石忌面白!I盃一 一五団E
2|門 司l岡 信市|小森 江 東 公 民 館 |館 長|皇ii:1j
gl小倉 | 松井 昇 l企救公 民館|職 員皇iii 
41若 松I1瑚一両~'~r五五百て^- 0 忌一一色fl~一一司自li -T
5|戸 畑 l山 五.-.ljZ-lヨ 一一-EF民五]館 ー一副豆町

一 一 一 一一一一 一一一一一一 -
6|直 方|伊藤幸子 直方市知古第四公民分館 i分 館長1 28 

7巾|同飯 塚l同川炉阿j一l忌 忌t一云忌忌忌瓦ム三τ「員 i判[運官向委珂可iii!?
τ司]石一寸可瓦石一エ一l言干一τF司一T;-"i訂『日云瓦一五一玉五一白副一-r忌子品F一 --"'-瓦瓦引亙瓦副→"1ヨ豆7奇i7
τ司|山 悶 1 I L1二Fi 仁!iI U)"王E EEE互[三二三工吋:工
10 i八 女l木下照蔵|八女市高塚 町内 公民 館 l館 長皇iti
王区二百 元 二三~-I-~_ ~" -"~~~!-;-~__fß~~~~r~合王将司虹
12 大 111 1江 頭 伊三郎7大川公民館向両五五|運営五司Eiij 
一一一一一一一一一一
13 行 橋|野竺戸 一旦J.n m 竺竺竺三旦竺l~一一長|皇 31 j 
-~均二主主L宇一 一 旦-士 三 国一り竺竺 IIIJ 竺竺 l竺問委員|皇 jj:ι
15宗 像|中野新兵衛|宗像町 公民 館 |分館長皇iti 
---------~ -----------------"-一一一一一一一一一 一
:日二二豆;杢五 ー一一空ー土旦-F-竺1 竺l路守護」ωτ
~I~-竺L竺一一一 一主 l ijJ竺-Ei土竺J主一 事 l 皇 ii:1
18糸 島 i山崎 信行川白原 町 公 民 館 l主 事|皇jj.i
川三 井l問 中 ご ~~Jょ-竺一一竺三-E-竺~I主営審議委責|皇 ij:j
20戸一一占有一一品 栄|筑邦町公民館 「信一 長|皇itj 
-包丁ぇ一一芸存 Ilj ぷ瓦-「UVFE一五U;-is!5j-館 長 l皇j日
互百二._JI~ "_ f~ て一五|玉三:日一日~ tl!ll :~=~~三巴皇iiJ1

民公良優岡和 40年度

男

隆

夫

郎

一

樹

藤

平

次

夫

夫

次

文

道

忠

健

多

秀

源

修

忠

議

多

多

忠

福岡県公民館大会役員名簿>

取

田

原

島

崎

川

郡

輸

橋

中

崎

崎

原

城

守

久

平

鵜

下

阿

三

石

田

鵜

鵜

久

福岡県教育委員会教育長
福岡県公民館連絡協議会会長
H 副会長
筑後市教育委員会委員長
福岡県知事
筑後市長
福岡県市長会会長
福岡県町村長会会長
福岡県都市教育委員会連絡協議会会長
福岡県町村教育委員会連絡協議会会長
福岡県青少年問題協議会会長
福岡県新生活運動協議会会長
福岡県視聴覚教育協会会長

く第13回

名密会長
会長
副会長

与

与
" 
" 

11 

" 
" 
" 
11 

重喜

重喜

－ 9 －



表彰理由

14年間役員として尽力、 その開館建設、婦人学級、老人クラブの育成等に功労あり。

初代館長として就任以来青少年の補導育成、各種言語座の実施、地域懇談会の開催等に非常な成果を収めた。

1両市M(ゐ在套薮育活動IO)!@進t事配布乙蔵天板言語三百事務11天~<IJ吾K羽子五蔵人教育のモデJレをつく
りあげるの

一嘉天奈民館あ蓮護応募王j G~-iri妄語荏o莱ごE鼠議本一緒扇面春面1"-砲否;公民蕗花白子五三橋東志議膏を有戸窃積喜一
収めた

一重量密教育蓮媛民団顧!"-夏芳諸問覇 、一穂町菅平面踊広実踊ヱ爾扇Iτ
.d:>2. 一一一一一一一 一一一一

転入転出がはげしく福三急激育不毛の地とρわれる官蚕街l己分館建設を実現させた功績は大きしその後の社会教

一貫主主動車主宣蚤』工功賃乏主主色一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一
公民館の建設、その後の運営に尽力し、特K公民館結婚、青少年の育成面に貢献した。

一一辱蔀落公民蕗む育成i己努力ーじ~.~辰之函蔀落石蕗蚕面)yj察研にヌ育蚕卒あ青瓦-1厨ßìl揃1"-桑五E売買厨まー
大ふ、

地域住民と一体となり町づくりに貢献、特に子ども会、青年学級、婦人学級の振興に功績あり

一通扇否冠婚葬桑1季語改善了露支援重量.1"-夏芳じご奈良蕗蓬薮花五百万7訪扇玄石、常1"-地域の指導者として町づく
りK
運営
功労ありの

分館建設前l乙青年のよき理解者としてその育成にあたり、公民館建設を積極的に推進したその功績は大きい。

一夜区否頁葱雨英議妄吉じで努爾逗扇、一面甘す正万蓮萄あ褒詞K.夏芳ご蒋 t乙各種社会教育関係団体の結成育成にっと

ー塗主Lー
公民館設置以来その運営に献身的l乙貢献し、特に婦人学級の経営等婦人教育面に功績あり。

本館地区館の建設、その後の設備の鉱充につとめ、特に子ども会育成、新生活運動の推進につとめた。

運営審議委員として積極的に努力し、特K地域分館の経営、青少年団体の育成面に貢献した。

簿名者彰表員職

頁吉じぞ~--:n..'éri5顧責を東五一戸王手英玄戻扇雇蚕!"-il'l万三ぞl:t置誌石膏蕩{"-~ま五扇天薮育商で

新生活運動面で大きな功績を収め、 近代的な館舎の建設を実現させ、農村の生活合理化に尽力してきた。

住民の意識の磨培につとめ、特に子ども会、青年団等青少年教育に示した業績は大きρ。

積商主事として又退職後は運営審糠員として公民館活動に献身し、特t乙分館の整備、新生活逼動推進面!C功
績あり。

校区館の建設、設備の充実iこつとめ、社会体育、政治教育、文芸活動等各方面にわたって貢献した功績は大き ρ

長年分館長として住民の生活文化の向上、健康の増進につとめ、分館の経営に努力してきた。

館経営に積極的な貢献をすると共に町内各地の教育施設の建設設備の充実に物心両面にわたって貢献した。

郎

三

郎

輔

忠

子

則

夫

綱

男

春

夫

郎

吉

夫

次

五

菊

雄

平

隆

義

梅

嘉

庸

三

常

利

義

三

良

利

津

田

田

部

中

野

橋

城

松

部

賀

村

上

田

本

根

吉

原

森

田

内

石

結

高

服

古

中

井

池

松

福岡県公明選挙推進協議会会長

福岡県貯蓄推進委員会会長

福岡県社会福祉協議会会長

福岡県農協中央会会長

福岡県父母教師会連絡協議会会長

福岡県郡市婦人会連絡協議会会長

福岡県青年団体協議会会長

福岡県公民館連絡協議会事務局長

H 事務局次長

筑後市社会教育課長準教委員代表

久留米市社会教育課長

教育庁八女出張所所長

北九州市社会教育課長

福岡市社会教育課長

中関市社会教育課長

" 
" 

与

運営委員

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

重喜
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昭和 40年度優良公 民 館

1I ¥-nHIII ~ rふ ftil-~l議~I-.百 戸 τ←「瓦~I証明朗' I~~I乱高
1 1久留米市 !上川原公民館 |類似 |久留米市帥町 |井 上臥 1671川 11 7i 1 
-21京a:-r両面五扇|瓦玉医 師萩尾l灯訂 目34の21山田 一馬|一三可 -361--21-2戸o
3 1 r ~ jfJ " I/Nt~主函館内一日市丸州市F寵iF細目玉『瓦|万九|両l-f3ll40
4 1八 幡" 1 陣原公丙|一類似 | 酬石市桶習思~ I五司一正面õf- 791-3!-3いo
FF五-:-1大谷公民館 |王 子四極大字東大谷 両E云言よ|可71~;:~f-21 -311 100
6 1飯塚"1南通長雨|瓦-;-1否両函両一 「幸一語同4154-871-211f1 
工区-p:"I-~哩画三世唾互I I\P:m岡山鴎原 |亘001 .-1三互-951_J~~1二1
土 包竺ニ|主竺哩1m王 |筑後市大判じ長田 恒il: 1_1~二~_I___ I
9 1大 111"1三文録音分館 |類似i大I1献字温海島脳 同永与吉 1481 46.501 31 121 8 
10 1行橋"1延永公民館 |類 似 |行橋市大字延永川 |蔵圏重敏1731 判21 101 30 
11暗記王心石而司明大一瓦悶 |五五I~ .0o7[ 67. ~I 21 ~~I- 2 
121 ;}'<瓦-:-1豆mli雨雲霧器|両立 |宗像郡津屋崎町大字大石 | 赤間競1_2むと~1_t!_O I
竺|竺三二r*M71till類似 |幌町中山本村 [ tj¥亘 三L__ ~~t40. 5[___(_111_2 
14 糸烏イ吉井公民館 |町立 |糸島郡二丈町大字吉井1抑 |吉住千代松 | 刈65.5121 131 20 
一 一一 一
立区割 互竺豆 ll1l上類 似 |田主丸町石王区 | 空三竺1_1~_11_11_
~I 三 酌 | 大木l町道竺副主竺| 三瀦郡大木町大言糊犯の1 I竺型竺1_4担竺~L ll_1
旦己主ニ|主主土問 | 類似 | 八女郡矢部村竺竺 竺主空空j~I~[_lL .L 
181回 111ぺ上津野公民分館 |類似 |剛 1郡添田町大字津野 |谷脇旦蔵| 判 例 1[ 11 21 
旦民I11m出互久宝竺百五匝戸四割佃 |竺 さ竺| 盟 主主1ヨ玉

" 柳川市中央公民銘長 古 賀 政 蕗

" 大牟田市中央公民館長 消 回 保

" 豊前市社会教育課長 j議 谷 i¥ 良E

" 宗像同I社会教育主事 方 政 人

" 三輪町教育委員 深 江 義 種

" 添田町社会教育主事 竹 回 怒 太 良E
1/ 高田町公民館長 辺-，、 村 雅 美

" 太刀洗町教育長 四 ケ 所 正 彦

" 椎岡町教育委員 平 尾 安 治

" 教育庁京都出版所長 加 来 春 治

準備委員長 筑後市社会教育課長 HIi 部 時a 男

準備委員 " " ，課長補佐 松 永 成 甫

" 久留米市社会教育課長 古 賀 事甘 春

" " 社会教育主事 吉 瀬 締

" 大牟田市中央公館館長 清 回 保

" '〆 公民館主事 松 永 文 夫

" 柳川市中央公民館長 古 賀 政 喜

" H 社会教育事R長 I11 口 霊 JlU 

" 八女可i公民館長 平 !a， 忠 太 自E
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F|函1~~I~ 1/1z三百時|一山 「 表 彰 理 由

|門「寸 同阿若軒干刊| 一 寸 璽寝雇譲諒警慢号奨出5吟以s扶蛇与打仇三芯;r炉伊ヂ戸戸活駒向t

11 1 11 一4式鰭干湾塁錨献宅尽:与μ乙ぷ詰婦Z宅摂望毛我2の振棚興、育少舛年対

寸1寸 一 |川414l 寸円同i一一一寸 哲緊今実鶏警}dよ忍震全銭芝設齢2宇黙空2??、青少年のグル

ヨ二了-rl一 寸 石 原 王 寺tl野 f章受吟?に整備され、少年から老人に至るまでの謡f

I~I-I -寸一一「一両扇子「子組織が駐され、特岬学生五百11:献を収めてρ

寸! 日寸 …-I~司王訂「霊協鰐野寺沢?に努力し、児童のための一各種教室>iOO

寸示町円 --121嗣 二EE聖堂繁慢でi整備され、読繭罫王荷再配子

| -1 11-11--11弓 併設備が整備され婦人教育、青少年教育面で成果を収めてい

11 1 1 11 1 I ~~に 11 鶴報宮守備され生活改善、公営結婚、成人教育面の活動が

1-11 1 11 5 1 鱗童謡長獄甥離党R2F嗣 訴す

1-1 -1--1 1 1 I~ブ;1 黙殺?輔され、子ども会、 婦支 配鮭踊扇玉置

l1 1 1 1 1 1 甥警告す手術され、盛頑京邸宅瀬詞雨琉 泰正

1| 州 -11-寸-1[---1需要百酬が確立し、社会教育関係団伽活動商務一

I 1 1 1 一 一|一 一一 |喜悲鳴協議襲撃事境警日間岡本

一可 一一|寸-----l-11与;立11襲警ギ空宇れ、献経営研死了青舛の健全育成面司馬

- 可-4flー---1-了同語嗣霊熟伎町さ札青少年教育、社会体育、産業教育活動ぷ

1-1 -1 -- 11寸--11 -1 ~~常時糟備さ札新生間動厳極U預融研「

11 1 1 1 4長 T扇 面長実績をあげ、文各専阿部の活動糊である。

11 1 1 1 放一主主|均竺利用しての新生活運動に成果をあげている

プ活動の場と

名彰表館分

淳

出

美

美

勇

郎

誠

男

夫

男

男

介

勲

太

石

正

雅

栄

哲

不

行

竜

了

下

港

下

村

津

永

島

村

田

原

岩

野

山

江

水

木

今

大

徳

中

西

坂

槍

黒

矢

内

八女公民館主事

大川市木室公民館長

か 社教育課長

高田町公民館長

山門郡公連事務局

三瀦郡公連会長

H 郡公連事務局

八女郡社会教育振興会会長

H 郡公連事務

三井郡社会教育振興会会長

w 郡公連事務局

吉井町教育長

浮羽郡公述事務局

" 
o 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
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一 -<記念講演>一

題目 「現代 に生きる日本 人 のあ り方」

講 師 !七九州大、j咋長 今 中 次 麿

二二二メ モ二二二
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<パネル・ディスツシヨン>

題 目 「地域住民の生活文化を高めるために公民館の果たすべき役

割は何か」

登壇者 九州産 業 大学助教授 小 林文人

田主丸町町会議員 田中仏j 年

= 輪町青年団長 上田耕作

前筑後市筑後校区婦人会長 萩尾比路

八幡区築地会常務理事 葉 山 隆

碓 井 町公 民館 主事 野見山友司

司会者 福岡県社会教育主事 水摩安正

二二二メ モ二二二
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福岡牒公民館の現状
111111111¥11山11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111“11111111111111

1. 公 館民

公民館は「市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、 学術及び文化に関する

各種の事業を行ない、もって住民の教養の向上、健康の増進、情報の純化を図り、生活文化の振興、社

会福祉の僧進11:寄与する」と ρ う社会教育法(第20条)の越旨に基づいてつくられた施設である。

施設の規模内容については昭和32年12月28日付文部省告示第98号による 「公民館の設置及ぴ運営に関

する基準」がある。

(1)股置基準

ア、対象区域小学校区文は中学校区11:1舘を設鐙

する。

イ、施 設建物の面積は330m'以上、講堂以外

の面積が230m'を下らないこと。

ウ、設 備館具、教具教材、図書など

エ、職 員専任館 長、専任主事、そ¢他の職員

を置く。

オ、連絡等にあたる公民館

公民館の中で、他の公民館との連絡

(第 1 表)

調整を図り中心的機能を果す公民館

を置くことができる。これを中央公

民館とρ う。

カ、運営審議会迷絡等にあたる公民館に共通の速

営審議会を置くことができる。

キ、分 館公民館事業の円滑な実施K必要があ

るときは分館を設置し、事業を分担

実施する。

(2) 公民館股置状況

県下公民館の設置状況は第1表のとおりである。

(39年9月1日現在)

本館 部落町内
区 分 設置率

中央館 |地区館
計 分館

村数市町村数 公民館

市 16 16 100% 17 165 182 31 1，909 

町 村 85 85 100必 85 18 103 269 2.098 

計
唱
E
A

n
H
U
 

4
A
A
 

m I 1似 I 102 I 183 I 加 I 300 I ι 

(3) 公民館の縫段、設備状況

設置基準に準拠して県下公民館の施設設備状況をみると第 2、第3表のとおりである。

(第 2 表)

市村町数

公 民 館 数 独 立 施 設 併置または無施設

区 分

時 館 |艦館 |

施 設 の 面 怠i

中央館 |同
計

3伽 liiMlmnf| 言十

以下 Om' 以上 言十

市 16 17 165 182 63 20 30 113 8 61 69 

町 村 85 85 18 103 23 15 24 62 36 5 41 

l101 I 102 I 183 I 285 I 86 I 35 I 54 I 175 I 44 I 66 I 110 
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表)

一 般 教具 視 聴 覚 教 育 用 具 楽鰭

プレ
区 分

椅 黒 写 16鵬 ス映
レコ

テ フ 鉱 ピオ

机 真
写機映

フ写
写機 1 ダ よ1

レ :; 声 アJレ
イ カ'

子 板 機 ド機 プ l lド
ピ オ 機 ノン

市 13.646 105 d 89 113 35 67 87 

町 村 5.639 6.246 281 85 92 113 47 96 97 26 51 65 22 

3 (第

主Lーと到
i楽器

分 12i楽

|他
! の器

-7171 
lれ5.650/

公民館:まその施設設備を媒体として地主主の社会教育

活動κ役立たせるのが本来の使命である。その施設の

状況をみると、市において182館中独立専用施設を有す

るものが113館で62.196、規模別にみて330nt以下が

34.6%、331m'-500ntが11.0%、 501nt以上が16.5%

で小規模なものが半数以上を占めている。なお、併111

又は施般をも たぬ公民館古;69館で37.9%ある。

町村では103館中独立専用施設をもったものが62館

で60.2%、規模別にみて330nt以下が23館 22.3%、

331nt-500ntまでが15館14.6%、 501nt以上が24館

23.3%である。併低又は施設をもたぬものが41館で

39.8%を占めている。

また全体の285館中で独立専用施設をもっているも

のが175館で61.4%、併置文lま無施設が38.6%となっ

ている。

国は公民館の建築fL対して補助金を出しているが従

来 l館 100万円の定額補助であったが昭和39年度から

定率補助 (100万円-250万円)となった。なお県賀補

(第 4 表)

一一一ーニ 布石「ニ一一司 町厚長一.一一一ご7事事~-';;~ I-.τで lIh ナュー一三アー

|陪笥詞昔司l品奇常開f司|ヰ中副l蒜奇石日f司l岡司 司|司i
1 3銘判叩叩叩2可ヤ杓仰i門内問231幻1門:1 一1l3 |「「5M4| 一~I お別「引川判41r竹門1 1~門門m別捌9副1 7:1門門lド1 26~門26~1↑6閃1↑~1 1011 四川山|川川1120臼120

刊1821 18飽制3剖1351 2μ制4訓15羽91122矧2到11削9114但11-1 1到1 1引|一1 3剖1 3剖14釘79剖I2291 

1判州叫 ω1241 621川 191州叫 7512641叫 221叫州 2判1.190

109 。U
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A
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計

実
習
設
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工
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3 

187/132/ 6/ 

助金は本館建設50万円、分館建設10万 円 と な っ て い

る。 (いずれも 1館あたり)

昭和39年度国庫補助、県費補助をうけて新築された

本館;ま次のとお りである。

田川郡金田町公民館

朝倉郡夜須町公民館

粕屋郡志賀町公民館

(4)公民館の職員

公民館が教育文化センタ ーとして社会教育のため住

民の利用、活動を促進し、日進月歩の社会にあって新

らしい科学的知識を伝達し強かな文学作品や芸術作品

に触れさせ住民の教養の向上l己資するには、それを企

画し、実継する職員の質と量が確保きれなければなら

ない。しかしながら、職員の現状は必ずしも充分では

なく 、ヨ責任や非常勤職もかなり 多くその身分待遇も望

ましい状況ではなく、今後I~解決を迫られている問題

が多い。

公民館職員の現状は第4表のとおりである。

16 3 。3 3 

公

民

館

移

動

;;U 
783/ 4/ 

体
育
レ
ク
用
具

団

書

区

村IIIr 

計

482 

708 

計

区分

本 館

分 館

計
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(5 )公民 館 の 事 難

公民館において実施きれている事業の主なものは次のとおりである。

(第 5 表)

事業
演会講習・実・講習

展j

区分
ロロロ

市 119館 158館 193館

町 村 109館 71館 162館

体育レク 教育映画
リエーシ
ヨン行事利 用 利用

169館 193館 36館 81館

181館 201館 130館 59館

抑館 l別館 | 166館 | 140館

会 ・

評会

8館

I 228館 | 糊 l糊 I158館

一一-77-11R
公民館一会単独設置

公民館運営審議会委員数 1.608人 610人

H 音|

14 235 
50 
285 

157 
78 
235 

a
n
ヨ

一

の弓
υ

4

E
A

a
n地
A

4
E
A

一

噌

E
A

唱
E
A

224人 2.442人
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分科会研究資料
，..........，....町、ヘ内川ι.....................旬、綱、、町内.，...".....，，'

|第1部門住民の社会教育活動を振興するため中央、地区公!

! 民館はどのような役割を果たすべきか : 

-研 究討議 の主眼点

1. 公民館の配置、施設設備等について

1) 中央、地区館の配置は現状のままでよいか。

2) 住民の社会教育諸活動を促進するための施設設備、教具、教材は現状のまま

でよいか。

- 将来どのよう なものが必要になってくる か。

2. 臓員について

1) 職員はどのような資質と知識技能が要求されて くるか。

2) 職員研修面でどのような問題があったか。

3) 職員数、一般行政部課との人事交流面で研究すべき点はないか。

3. 事業について

1) 住民の生活課題、地域課題の発見、設定にどのような手続きがとられてきた

か。

. 問題設定について研究すべき点はないか。

2) どのような事業が企画され、それがとのように実施されてきたか。・事業の企画実施等について研究すべき点はないか。

3) 事業実施面で専門機関や社会教育関係団体とどのように連けいをとってきた

か。

. 逮けい面で考慮すべき点、問題点はなかったか。

4) 町内部落公民館をどのように育成してきたか。

. 育成方面で考慮すべき点、問題点はなかったか。

－ 18 －



第 1分科会 農山漁村の公民館

圃実践現場の問題提起

公民館運営上の諸問題

昭和37年3月現在の公民館が竣工した。倉庫、車庫

などいれると 330坪、設備も完全とはゆかないが、一

応活動には支障ない位の設備は設備された。以来 3年
間この施設を中心として 3名の職員が公民館活動を展

関してきた。青少年教育特に子ども会活動に重点をお

き、各種講座、学級など計画実施してきた。学校視聴

覚教育のお世話から公報活動など 3人の職員の仕事と

しては相当無理な事業を今日迄実施してきた。そうし

た活動の中での問題点をいくつかならべてみることに

する。

-公民館の施設利用

公民館活動や青年団、婦人会などによる施設利用の

他に役場、農協、郵便局その他各種会社、官庁などに

よる会合が非常に多くなったことである。この中には

研修会や講座研究発表会など公民館顔負けの会合も多

数ある。そして公民館も入れると、日曜祭日も含め

て、昨年1年に1日平均1.2悶強の会合があったこと

になる。一種の室貸しではあるが、これも社会教育の

一端を受けもったことにはならないだろうか。しかし

このために女子職員の手を取られることが多く普段で

も職員の手がたりない公民館は本来の事業が誠に困難

になってきた。

この貸室業は本来の仕事ではないが勿論断わるわけ

にはゆかない。

公民館の仕事は{申びなくても、社会教育の一端は室

貸しの中でも果しているので、公民館本来の仕事は出

来ただけで良いといえるだろうか。

-職員の問題

この施設の利用の問題を解決するためにも公民館本

来の使命を充分果すためにも最も必要なことは職員の

土首員であろう。

公民館長の努力で女子の職員1名埼員して貰ってこ

れで活動ができると喜こんだのもつかの閥、この女子

職員は2ヶ月足らずで役場の方にとられてしまった。

理由は役場の職員不足と人件費の増額に伴う財政事情

であるという。役場からは公民館は出来る範囲でやっ

朝倉郡杷木町公民館 弁 手 滝二郎

てくれ、といったことであった。

公民館から本庁広行った職員はこれで 3人目であ

る。勿論前2名には別な職員が本庁から配置された。

しかし 2ヶ月足らずの女子職員は別として他の 2名の

うち 1名は勤続5年、1名は7年以上も公民館で活躍

したベテランである。本人の前途lこすこしでも良けれ

ば異議j立言えぬが、代りの人選には余程の考慮が払わ

れなければならない。でなくては切角伸びている公民

館活動に水をさす結果にならないだろうか?

最近県下の各公民館で優秀な職員を本庁t乙引上げる

といった話を聞くが、これは社会教育のZ重要性が当局

に認識されていない点ではないだろうか。これを拘4何

にして認識させるかが今後の公民館;乙諜せられた問題

点であると思うがどうか。

-出稼ぎが多くなった

最近の労働力不足は家庭や社会l乙大きな変動をもた

らしている。男女とも労動者i立高賃金で優遇され、そ

の上出勤には車で送り迎えするといった情勢のため農

家やその他かなり生活程度の高い裕福な家庭までも主

婦遥が働きに出るなど日傭いや出稼ぎがふえて、子ど

もの教育は老人まかせであったり、子どもだけが留守

番するといった家庭が極端にふえている。非行少年は

両親や片親のいない欠損家庭から出るといわれていた

が、現在の農家の中にはこの欠損家庭に類したものが

多くなって、青少年教育の面i乙暗影を投げている。

青少年教育は勿論、婦人青年の教育にも成人教育の

上にも非常に大きな影響を与えている。これはどうし

たらよいか、考えなければならぬ問題の一つである。

.婦人会の問題

1. 婦人会の仕事が多すぎる。

婦人会の組織が末端まで徹底しているため、各種団

体や官庁政治団体さては物品販売にいたるまでこの組

織を利用することが、成功の早道だと考えて、婦人会

の組織を利用することにしている。

婦人会自体としても、県郡市町村あるいは支部ごと

に会合をもち計画が立案されている。勿論理窟をつけ
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ればどの仕事をやっても社会のため役に立つ事は閥違

いないといえるが、婦人会だけがその全部の責任をも

たなければならない理由はない。 このため婦人会は毎

月かなりな日時をついやして家庭を犠牲にしなければ

ならない情況である。このため婦人会の役員に出る者

がなく、特に会長選任の時期は婦人会も公民館も大き

な悩みである。支部の中には役員の選任が出来ず毎月

支部長が交代する所や、全々支部長が出来ぬため婦人

会を脱退するなど言いだす所もできる始末である。如

何にして婦人会の仕事を縮少して、婦人会本来の目的

に進むか?ということが現下婦人会の問題点であろ

う。尚婦人学級の運営は会長の教養、識見などによっ

ても成果が左右される。会長に適任者を得ることは会

長選任がスムーズに行くか行かぬかで大きく変ってく

る。婦人会のあり方を如何に変えるか、これが今後早

急に解決されなけれならない問題の一つであろう。

.デレビの問題

テレヒの普及はまことに目覚ましいものがある。如

何なる幾村へいってもテレビのアンテナが立っている

のが見える。

今日テレビは我々の生活の中から切り灘すことはで

. 助言者の問題提起

きない。それだけにテレビの内容或は計画には考えさ

せられるものがたくさんある。怖と青少前ζ与える影

響には見逃せないものがある。

子どもの集会にふ成人の集会にもテレビによる出

席不良や遅刻などの問題が多くなってきた。現在視聴

覚教育なども大きな曲り角にあるといえるのではなか

ろうか。

-公民館尊任職員を

県下の公民館施設は現在着々と整備されている。近

い将来県下に間借り公民館や転用公民館がなくなっ

て、立iIiな施設を中心として社会教育活動が学校教育

とならんで進められる日もくるであろうのしかし現在

残念なことにはまた'専任職員一人もたない公民館もあ

る。社会教育主事の設置はどうなっているか?まに設

置していない町村があるのはなぜか?更に立源な施設

をもっても、非常勤か兼任の館長が多いのはなぜか?

全国に誇る社会教育県福岡として当局はもっと強力

に末端の町村指導にのり出して貫いたい。財政事情、

財政事情といっても、どんεん進んでいるものもあ

る。強力な手をうたなければいつまでたっても現情は

打破できぬ。

農 業 を 考える

県農業改良課教育係長 田 辺 鶴 B生

ここ数年の日本の農業は、そのとりまく環境におい

て、さらに農業の新らしい技術の展開において激しい

変化をみせ、従来の農業とは、その基本の考え方にお

いて、その方法において、全くちがった新しい農民や

農家を割り出すことを真剣に考えなければない時にき

ている。

新しい農業、新しい農民lζ対してのビジョンが今日

ほど切実に要求されているときはないといえる。

(1) 康民の姿、営農のあるべき自

擦の確立

経済成長の中で、たしかに農業の所得は増してはき

ているが、他産業と比較してその格差は大きく 、農村

社会、ならびに農家生活は複雑な様相を呈してきた。

これは農業外の要因、すなわち雇用構造、社会保障制

度などの大きな問題がひそんでいる。しかし農業以外

の勤労所得者と同等ないしはそれ以上の農業所得をあ

げて社会的に妥当な生活を享受し、近代的家族関係を

保つ幾業でなければならない。

そのような農業になるためには、どのような経営方

式がいいのかについて、国なり、県なり、または地方

の指導者は十分用意しておかなければならない。

とどまる ことのない経済のなかで農業の動向を把握

し、経営の型を表現することは至難な こ とではある

が、県においても技術、経営、行政の各エキスパー ト

を動員して、地域の立地、環境等に即応して営農類型

の策定を進めている。

経済の変化に伴なって、地域計画の修正も余儀なく

されるとはいいながら、立てられた計画に即して、あ

らゆる農業の施策がなされなければならない。

農業地域計画は、地域全経済の構造のーっとして、

市場組織、土地所有構造、資金、労働力などをくみい

れなければ本来の目的を達する ことはできない。その

ためには従来の頭の切替えが必要である。
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(II) 農民の知恵と自主性

さきにものべたように、これからの農業は、いまま

での幾業の改善といった程度ですまされるものではな

い。深い洞察力のもとに、新しい技術経営を創り出さ

なければならない。

従来、農業発展leは、農民みずからの主体的な働き

はきわめて弱く 、国家が農業発展の指導者としてのぞ

んだ

しかし今後の農業の新展開を本当1<:正しく進めるも

のとして、国家の果す指導というも の之、これまでの

ようなものでいいだろうか。

国も民間も、そしてしばしば農民自身3え農民の自

主的能力というものに正しい評価を与えてはいないの

ではなかろうか。

かつてイギリスが農業の近代化を実現していったと

き、その革新妓術のことごとく が、農民自身の手によ

ってっくりあげられたといわれている。も ちろんこう

した技術はそのまま普及したわけではなく、何度も何

度も改良されたにちがいない。そこに深い農民の知慰

と自主性が働いている。

自然的1<:も経済的にも条件の複雑な日本でも、幾民

の知恵が実立大きな働きを持っていた。われわれは地

方に分散する地方農業の発達史を読み、聴きすると

き、耕種技術から、さらにその地域の特産物としての

名声を獲得するまでの幾民の工夫と発見が、いかに大

きな役割を果してきたかを知ることができる。

あくまで「践業を動かす」ものぷ差是民であり、幾業

展開の担v、手法幾民自身であることを認識しなければ

ならな旬、

指導機関法、新しい進んだ技術を無条件に合理的な

ものとして配給するものでなくして、幾民の工夫を汲

み取り、その創意を刺激し、農民自身で解決できない

ことを手助する立場でなければならないと思う。

そのためには幾業を動かす力、能力を養なうことが

必要になる。

(m) 農民教育

経済の高度成長のもとで農村i<:いかような影響を与

えたかを考・えてみると、(1)農業に従事して4、た人ぴと

が大量に工業、サービス業などに流出し、(2)こうして

ひきおこされた人手不足とも関連して機械化。労力の

節減が真剣に考えられるようになり、 (3)同時に農産物

も、*作を中心におきながらも換金性の高ρ幾度物が

大還にとり入れられるようになり、(4)このような現金

収入をま走路1<:農家の生活も大きく変化してきてρ る。

このような変化のなかで最も問題になることは、量豊

業労働力の離脱は激しいが、農家戸数はそれ程減少し

ていなρ し、離脱するものは若年屑1<:多いとρ うこと

である。在村農業従事者応対して、 (1)でのべTこ経

営目標κ立ち向う力をρかに与えてρ くか、とくに後

継者をどうするか、が農政なり、農村社会民課せられ

た問題である。

そこで県は、これ古殺す策として、試験場なり、研修

市O~を整備し、 概要次のような農村背少年の育成を積

極的に行なうことにしてρ る。

1)嚢業後継者の把握

後継者対策t己資するため、関係機関の協力のもと

t<:後継者の動向把握lこつとめる。

2)研修制度の確

中学校および高等 F校教育課程を修め、自営を目

指す青少年の農業生産、農業経'段、~~ま生活改普に

関する匁I議、技能の向上をはかるため既存研修制度

を体系的1<:確立するの

ア)義務教育終了者と高等学校卒業者の二段階にわ

け、前者は自営哲養成を主とし、後者は自営者主主

成と技術指導養成の二部制とする。

イ)高等主校卒業者の自営者研修(高等営農技術研

修と称する)および技術指導者養成(現行農業講

習所制度)は農業潜習所が所管し、高等営農技術

研修の専門研修課程につρては、関係研究機関に

委託し、受託した機関は責任をもって研修する。

ウ)高等営農技術研修の期間は1年とし、その後必

要に応じて短期研修を行なう。

エ)技術指導者養成は2カ年とする。

オ)中学校卒業省の長期研修(現行経営伝溜農場制

j支)及び長期研修修了者の術l完短期研修は農業経

営伝習農場が所管する。

カ)その他の農村青少年活動促進事業にもとずく短

期研修は、 J県および農林事務所、農業改良子IH&事

務所が行なう。

3)育成援助機関、団体の緊密化

ア)研究集団と幾業改良普及所、農業i副校、農業団

体等との緊密化を図る。でき得れば述絡機関をi置

く。

ウ)農政部、教育庁、その他農協等の団体がf苦戦す

る農村青少年育成事業は地繊の特殊性に応じてつ

とめて一元イじするよう考慮する。

以上が県の対策骨子であるが、農業後継者の育成確

保には、まず農業所得が他産業のそれとつり合ぃ、農

村の生活環境が盤備され、家族関係が近代化されるこ

とが基本的な条件である。しかしながら、農村環境自

体には非近代的要素が多v、ので社会教育その他の関係

部門は、相述けいして総合的に教育略家につとめ、漸

次近代化をおし進める必要がある。
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公民館に希むもの

対象研究と教育披術の研究を

I はじめに

公民館のしごとの目的は

0住民が個人として解放され、個人として力を持った

めに力をかし(人間として完成されていく方向へ援

助し)

O地域社会が近代化していくために力を発揮してい

く。ことであろう。

そのために、公民館は

(1)準備した計画と内容を用意して、学習意欲を持つ

者11:機会を提供し

(2) 資料と利用計画を合理的に準備して施設を提供す

るのである。

公民館の役割jをこのように考えた場合、

0公民館はそのような役割を果しているか。

Oどうすれば目的完遂ができるだろうか。

について検討してみることが与えられた課題であろ

つ。

検討のための視点は、公民館の配鐙設備の閑題、職

員の設置や資質の問題、公民館の事業実施状況等、い

ろいろの角度から考えられるだろうが、ここでは、社

会教育活動を展開するための組織と方法の函からいく

つかの問題を提起してみたい。

E 団体助長の問題点

住民の社会教育活動を振興するためには、教育のプ

ログラムを持った団体活動を、多元的、多織的K助長

する必要がある。公民館の事業は、そのような組織を

基盤に展開されてこそ、住民の意欲に応え、地域の近

代化を実現することができるのである。

ところが、現状の公民館は、部落(町内)という運

命的住民組織と、婦人会、青年団という伝統集団の組

織の上11:安住しているように恩われる。公民館の基盤

であるその部落組織は、激しい社会変貌の中で、住民

個人にとって、機能的には、もはや社会的実態として

の意味を失いつつあるのである。部落が組織として現

在意味を持っているのは、本来、生活のために主体的

に住民が組織した生活体としてではなく 、後に、便宜

的fl:自治体が利用した行政末端としての役割が唯一の

存在理由となりつつある。

したがって、住民個々人は部落に対してニヒルに帰

甘木市社会教育課長 坂 弁 金 次

属し、部落事業K対しでも極めて消極的な参加態度し

か示きなUのが現実である。

青年団や婦人会も、その部落支配の枠内にあり、機

能集団というより基礎集団である。

このような組織が変貌の激しい社会の申で、様々な

生活意識に分化きれた住民の欲求に対応して、それを

充足させるような教義活動ができるであろうか。

比較的新しく組織された機能集団である 4HCや農

協青年部でさえも、その機能を失い基礎集団化しつつ

ある。これらの組織の停滞は、彼らが「あと継ぎ」集

団であり、彼らに、地域における社会構造の中での自

分の位置づけに対する満足感があり、課題意識のうす

れに原因があると共に、社会教育はそのスタッフ、差是

事はそのスタッフというように指導系統において奥 っ

た関係が、課題意主主と解決への窓欲を妨げてき たこと

が指鏑されよう。

いずれにしても、現在、公民館が活動の基盤として

期待している組織が、社会変貌の中で存在理由を失い

つつある中で、これを唯一の支えとして展開きれる伝

統的な社会教育では住民の自己教育は振興きれないで

あろう。

公民館の課題は、対象の変化fl:対処してこれらの集

団の体質を、多元的、多機能的な集団として助長し、

それを把握していく再組織の努力が必要であり、彼ら

の多様な要求に応え得る援助の方法を用恋することで

ある。

こうして、まだ残されている農村の共同意識という

長所を、それそのものとして近代化していく公民館の

役割が果せることになるのではなかろうか。

E 忘れてならない個人への援助

住民の社会教育振興のためには、多種多様な機能集

団の助長が重要であろうが、個人としての住民に対す

る自己教育への援助も忘れてはならない。特に、今日

のように住民の生活構造や生活意識が変化し、その関

心が多様化していく時代において、個人を対象とする

社会教育の方法を用意しない公民館はその使命を果す

ことはできないであろう。

そのためには、図書やその他の教養資料の整備が必

要であるが、このような外的条件整備fどけでなく 、依

存心の強い国民性を考えた場合、もっ と積極的な個人
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への働らきかけが重要である。

例えば、テレピは今や新しい環境として住民の家庭

生活に定着し、その影響が取り沙汰されているにもか

かわらず、社会教育は何らの援助も具体化していな

い。若し、公民館が機関紙、有線放送その他の広報を

通じて、教育的利用の情報を提供し、あるいは視聴能

力を高める手段を構ずるならば、住民は個人的に、家

族単位K効果的な自己教育の場を形成するであろう。

図曾利用の問題色、読書会を組織することは困雑で

あるが、10戸単位に巡回文庫をまわしている公民館の

事例もある。

このように、住民を個人としてとらえ、自己教育へ

の援助に努力することが社会教育振興の内面的条件整

備として大切であり、このような実践が基礎にあって

こそ、多様な集団学習も組織されるし、公民館K期待

する住民の周を厚くしていくのである。

N むすび

以上のように考えてくると、施設や予算の不足で割

り切ることなしそれなりの条件の中で目的逮成のた

めの手続きを工夫していく余地が、まだまだ残されて

いることが指摘されるし、そのことが文、住民の支持

に支えられて施設やそF勢を充実していく途でもあると

考えられる。

公民館が

(1) 住民の館として絞まれるよう。

(2) その基礎に住民の数獲があるよう。

役割を果していくためには

(1)変貌社会の中で住民の生活意識が変化している現

1iI<をふまえての対象研究と。

(2) 単なる外的条例整備だけでなく 、住民の定撤を掘

り起す内的条例整備に努力し。

(3) 住民の多元的、多様的欲求に応えていく計聞と方

法を用意する。

という公民館側の教育技術の向上が希まれる。

これを端的に云えば、住民の社会教育を振興するた

めには、社会の進歩につれて、公民館も常に向上して

いく社会教育の方法と内容を用意していかなければな

らないということになろう。

農 山 漁 村 の公 民館 の役 割

県社会教育課視聴覚教育係長 赤 司 勝

1.話しあいのねらい

公民館は基本的にどんな事業を行うべきかをその目

的(社教法20条)にそった事業とは何であるか(社教

法22条)という共通の基盤に立ち、激動する社会にお

いて、福岡県下における農山漁村における公民館は現

時点において地繊の実情に即応し、どのように配信さ

れ、どんな施設設備を整備すればよドか、そのために

職員はどのよ うな資質と知識技術が要求され、職員研

修やその配置などについてどんな行政措訟が必要かに

ついて話しあρ、問題点とその対策について研究する

ことは極めて重要なことであろう。

2.話しあう事項は

1 )公民館の事業は如何にあるべきか

(1) 公民館の現状は基本的な目的や事業に逸脱して

なρか。検討してみよう

ア、公民館の目的は

「住民のために、実際生活に即する教育、教育

学術及ぴ文化11:関する各種の事業を行ない、住

民の教養の向上、健康の地進、情燥の純化を図

り、生活文化の振興、社会福祉の泊進11:寄与す

る」ことである。この点について現状はどうか

を確認しよう。

イ、公民館の事業に迎合しているか。

(ア)文化的な施設設備を整えて利用に供す

る。

(イ)積極的11:事業を企画して、住民の生活や

地域文化の向上につとめる。

(ウ)関係機関団体との速絡調整を図る。

ウ、事業の企画と実施は、教育性、合理性、民主

性とドう立場K立って、住民の主体性を助長し

ているか。

工、分館の設置運営は適切か。

オ、教育機関として禁止事項は守られているか 〈

特定の政党、宗教の支持、経新鴻等)

(2) 公民館の事業は社会の急激な変lまう応対処し得

る人関づくり、町づくりの役割を果している古、

ア、現時点において社会教育はどのような課題に

当面しているか。

(ァ)産業構造の変化に即して、主主術革新に対

応できない人闘が多くなりつつある。このた
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めの成人教育並びに青年教育は適切に行なわ

れているか。

(イ)教育の貧困やマスコミーの影響による生

活者としての自主性の~失が顕著にあらわれ

ている。

(ウ)人間が生産手段として、機械化され非情

化し、人材などといわれる加し主体性が失

われつつある。

(エ)人間の欲求が泊大する反面、自律心が欠

如し、日常生活の不安感が増大しつつある。

(オ)産業の二重機造、地域格差、所得格差が

泊大している。

(カ)地域連得性などの社会秩序に、ゆるみを

生じ、これにかわる新しい体制が確立されて

いない。

イ、こ のような多くの課題に対処する、社会教育

の体制は余りにも貧困である。

ウ、経済施策が優先され、文化行政が立ち遅れて

いる等。

エ、 このような問題は、具体的にどんな形で各地

域にあらわれているTごろう。

(3) 農山漁村の公民館が当面するi課題Jま何か。

ア、農山漁村の経済と他産業との格差が年々増大

する傾向はないか。

イ、農山漁村の文化縮設や社会施設が貧困で、立

ち遅れの回復が極めて困難ではないか。

ウ、住民の意識が低調で自主性に乏しく依存的で

は、ないか。

エ、 民意が一般行政、教育行政ともに反映しがた

くはないか。

オ、封建性や因習が叡強く、民主化をはばんでい

る要素が少なくないのではないか。

カ、労働力の都市流出が急激で、後継者カ勾ミ足

し、優秀な労働力や指導者が得がたくはない

1)>0 

キ、農村に嫁が来ないなどの問題も深刻で、その

根本的な対策は見落されていないか。

ク、その他多くの問題はどんな形であらわれてい

るTごろうカ〉。

(4)事業計画は民主的な手続きでなされているか。

公民館の事業は住民の生活課題を発掘しこれを

解決するという本質は見失なわれていないか。

ア、課題意識の鹿発は。

イ、 実態把握のための韮礎調査は。

ウ、事業計画には公民館運営審議会機能を活用す

るとともに、専門委員会組織などをつくって事

業の総合化と計画化をはかるには。

エ、 事業計爾とともに、実践組織を確立されてい

る由、

オ、現地の実践事例を中心l乙昔話しあ いを進めよ

つ。
(5) 農山漁村における公民館の事業は適切か。

ア、事業が生活課題解決の学溜から実践活動とし

て、住民の日常生活にどのような影響を及ぼし

ている由、

イ、 一般行政や専門機関などの協力体制が確立さ

れているか。

ウ、小集団学習等を重視され住民の組織化に役立

っているか。

工、視聴覚教材など教材教具を整備活用し学習の

効率化に努めているか。

2 )公民館施設設備はどうか

(l) 公民館の適正設置計画とはどんなことか。

地減住民のすべてが、あらゆる機会に、あらゆ

る場所において、実際生活1<:即した教育を自由に

受け得るためには、住民の日常生活領域内に、完

備された公民館や分館が建設されることが望まし

いが、文部省は昭和34年12月28日に公民館の設i置

運営に関する基準を作成し、これが実現を勧奨し

した。この基準法すでに数年を経過し、一部修正

を要する事項もあるといわれている。これを公民

館設置基準のよりどころとして検討してみよう。

公民館設置及び運営に関する基準(抄)

(昭和34.12.28)
第二条 公民館を設置する市町村は、公民館活動の効

果を高めるため、当該市町村の小学校又は中学校の

通学区域人口、人口密度、地形、交通条件、社会教

育関係団体の活動状況等を勘案して、当該市町村の

区域内において、公民館の事業の主たる対象となる

区域(以下」対象区域 「という。 )を定めるものと

する。

第三条公民館の建物の面積は、 330m'以上とする。

TこTごし、講堂を備える場合には、言語堂以外の建物の

面積は230m'を下らないものとする。

2. 公民館には、少なくとも次の各号に掲げる施設を

備えるものとする。

一、会議及び集会1<:必要な施設(講堂文は会議室

等)

二、資料の保管及びその利用に必要な施設(図書室

児童室又は展示室等)

三、学習に必要な施設(講義室文は実験 ・実習室

等)

四、事務管理1<:必要な施設 (事務室・宿直室文は倉

庫等)

3. 公民館には、前二項1<:規定するもののほか、体育
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及びレクリエーションに必要な広場等を備えるよう

に努めるものとする。

4. 第一項及び第二項t己規定する施設は、公民館の専

用の施設として備えるように努めるものとする。

第四条 公民館には、その事業に応じ、次の各号11:.掲

げる設備を備えるものとする。

1. 机、精子、黒板及びその他の教具

2. 写真機、映写機、テープ式磁気録音再生機、普

音機、テレピジョン受像機、幻燈機、ラジオ聴取

機、鉱声用増幅器及びその他の視聴覚教育用具。

3. ピアノ文はオルガン及びその他の楽器。

4. 図書及びその他の資料並ぴにこれらの利用のた

めの告書材器具。

5 実験、実習に関する器材器具。

6. 体育及ぴレクリエーション11:.関する鉛材器具。

第五条 公民館には、専任の館長及ぴ主事を置き公民

館の規模及び状況に応じて主事の数をt菌加するよう

に努めるものとする。

2. 公民館の館長及び主事は、社会教育に関し識見と

経験を有し、公民館の事業に関する専門的な知識と

技術を有する者をもって充てるよううに努めるもの

とする。

第六条 公民館は、その事業の実施にあたっては、他

の公民館、図書館、博物館、学校その他の教育機関

及び社会関係団体等と緊密に連絡し、協力するもの

とする。

2 公民館は、その対象区域内に公民館に類似する施

設がある場合には、必要な協力と援助を与えるよう

に努めるものとする。

(i!以各省ーにあたる公民館)

第七条 2以上の公民館を設置する市町村は、その設

置する公民館のうち、1の公民館を定めて当該公民

館の事業のほか市町村の全地域にわたる事業、公民

館相互の連絡調整に関する事菜、その他個々の公民

館で処理することか不適当と認められる事業を実施

させることができる。

(2) 公民館の設備の現状と拡充設画を研究しよう。

(3) 公民館の適正施設及ひ設備の整備実況の効果的

な方策はどんなことがあるか。

3)公民館職員の資質を高める方策は

(J) 公民館職員の基本的な業務とその現実はどうな

っているか。

ア、事業運営に関する こと。

(ア)教育実施に関すること。

O事業計画の立案決定。

0事業計画(周知徹底、参加者募集等)

O事業実施(教材の整備)

(イ)運営一般

0本館、分館の事業調整決定

O公民館運営組織機構の決定。

0公民館運営審議会11:.対する諮問。

(ウ)その他

0広報誌等の刊行、頒布。

O学級生、受講生等の健康管理会の運営

イ、職員の管理に関すること。

(ア)職員の事務分鎖、執務は

(イ)職員の研修等は

ウ、施設倍'理は

(ア)施設の維持営織は

(イ)施設の供用は

エ、勤務の現実はどうか

(2) どのような資質と技術が要求される。

公民館指導者に必要な知識と技術

1. 社会教育についての理解

1. 社会教育の!本質と形態

2. 社会教育と学校教育

3. 社会教育の内容

4. 社会教育の方法

2. 公民館についての理解

1. 公民館の本質

2. 公民館の事業

3. 公民館の運営方針

4. 公民館の施設

3. 社会教育関係法規

1. 教育丞本法

2. 教育委員会法

3. 社会教育法

4. 図書館法

5 博物館法

6. 青年学級振興法

7. 産業教育振興法

7. 文化財保談法

8. その他関係法規

4. 社会教育財政

1. 地方公共団体の事務配分

2. 一般行政と社会教育行政

3. 社会教育予算の現状と対策

5. 生活科学

l 家庭生活の合理化

2. 市民生活の合理化

3. 成人に対する科学教育の方法

4 科学教育と社会教育施設の利用

6. 時局認識

1. 国際状勢

2. UNESCOと社会教育
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3. 社会開j幽と社会教育

4. 政治経済の現状と社会教育

7. 職業教育と職業指導

1. 職業教育と職業指導の当面の諮問題

2 社会教育における職業教育及び職業指導の取扱

8. 文化問題

1. 宗教と社会教育

2. 去術と社会教育

3. 学徒と社会教育

9 社会教育のための心理学

1. 青年及び成人の心理的特質の指導

2. 社会，心理

10.社会教育のための社会学

1. 農村社会と都市社会

2. 日本社会における前近代位

11.調査統計の方法とその利用法

1. 調査の万法

2 統計の方法

3. 調査統計の利用方法

12.資料作成の方法

1. 資料の種類

2. 資料の編集と作成

3. 資料の利用

12.図書の整理とその利用法

1. 図書収集

2. 図書の分類法

3. 目録又は索引の整備法

4. 巡回文庫貸出文庫の運営法

5. 読書指導

14.広報技術

1. 資料の収め方

2. 編集の方法

3. 広報紙の利用法

15.講座又は集会の問題と巡営法

1. 講賎集会の問題

2. 講座の企画と運営

3. 集会、発表会の企耐と巡営

16.同jf;本述営法

1. 会議の持ち方

2. プログラムの立て万

3. 民主的団体指導者の養成

17視聴覚教育の方法

1. 映画、幻灯、紙芝居、人形劇jの操作とその利用

2. 展示資料のっくり万とその運営

3. ラツオの利用法

4. レコードの利用法

5. 貨劇、デモストレーション見学等の利用法

18.体育及びレクリエーション

1. 体育及びレクリエーションの実際的指導法

2 レクリエーションとしての郷土芸能の取扱い方

19 討論法

1 討論法の種類と方法

2. 司会の技術

3. 話術

20.地域社会教育計画の立て万

1. 計画樹立についての準備と手続

2. 調査とその処理

3. 関係機関の計画との連絡調整

21 評価法

1. 評価の必要性と効用

2. 公民館施設の評価

3. 公民館運営の評価法

4. 講座集会の評価法

(3) 職員の資質向上のための機会は与えられている

か、予算錨置は適切か。

(4) 職員数や一般行政措置はどうか。

第 2分科会 都市近郊の公民館

掴実践現場の問題提起

春 日町公民館の 経営か ら

筑紫郡春日町教育委員会社会教育主事 白 水 清 腸

一、春日町の概要

福岡市の南に隣接した面積14.2km'、人口 3万人、

中小企業の立地も漸次増加ししているが福岡市のベツ

トタウンとして急速に都市化している。教育施設は 2

中学校、4小学校、 1公民館を有し、町の昭和40年皮

一般会計当初予算額は 2億?千9百万円である。町内

には陸上自衛隊第四師団司令部及ぴ普通科第19連隊同
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病院、航空自衛隊、駐留寧紋付ベース、NHK放送所

等がある。

=、春日町公民館の現状

，. 設置年 附和27年

2.職員 館長(非常勤) 主事補 2名

書記 1名 JIJ務員1名

主事有ti 書記は社会教育係を米童話 社会

教脊主事l名が勤務

3. 運営審議会委員(社会教育委員を兼任)

(1) 社教法30条第P.i'~委員 l 名

同 上第 2 lJ~委員 1 名

岡 上策 3Jji 1名

;11' 13名
4. 施段 建築延面積 176m' 

5. 主な備品

(1) 視腿覚備品

イ、16111111映写機 1台

ロ、8鵬撮影機及び映写機 1台

ハ、テープレコーダー 2台

ニ、 ポータブル電潜 1台

(2) 体育用備品

イ、 移動用パレーセット 2組

ロ、野外活動用テント 5長

(3) 図書 2.500冊
(4) 軽自動車ライトパン 1台

6. 昭和40年度社会教育予算額

538万円保健体育49万円を含む

7. 町内公民館数 21館

(1) 有施設数 16館

(2) 無施設数 5地区

三、事業の概要

1. 学級経営

青年学級3学級婦人学級6学級をl町内公民館で校

区毎に実施し家庭教育学級を 2小学校で実施してい

る。

2. 町内公民館に対する協力援助

(1) 館長会並ひ可己役員の研修と会t滋の開催による指

導者の養成。

(2) 補助金の支出、 (新築地改築並びl乙運蛍費)

(3) 巡回懇談指導の実施

3. 社会体育の振興

(1) 町民体育大会

(2) 駅伝大会

(3) 背少年野球大会

(4) 町内体育大会実施の勧奨

4 新生活運動の推進

(1) 郷土美化辺四J

(イ) 地区フラワーセンターのi制改

(ロ) 早!:9Jm拘i運動の笑施

5. 社会教育関係団体との連絡調整

6. 広報紙の発行

7. その他 成人式公民館大会の実施

閥、当面する課題と問題点

1 公民館新築と校区公民館設置

現公民館が老朽狭小であり 、その事業のほとんど

が館外活動にたよっている現在、中央公民館をII¥来

る阪)!i!く新築することは関係者の一致した希望で

あるが校区公民館を;設置する施設整備計闘には理解

と賛成が少ない。本11汀のように年毎に地域社会の総

逃が変貌発展するところでは人口、世t帯数等の地域

間格差が鉱大しJr.~業やその他の相違性で主主活課題や

社会教育関係団体の有無等で、地減課題等の著しく

異りその傾向はますます拡大している。この実態に

即して公民館が機能を泉すためには地区公民館(二

中学校区)を設鐙して対象内の|町内公民館と迷けい

した活劫を行なうことが必要である。公民館が社会

教育巡ullJや社会教育行政機関と混同して未Tごlこ理解

されていることが多い中では種々な問題と要素があ

るが、公民館設磁器準や学校区設定のことミ与を有力

な手がかりとして校区公民館整備計画の理解と実現

に努めることは段も大切な課題である。

2. 職員のこと

本年以本UJJ雌 1人の定数増が実現出来、更に勤務

の特殊性を考慮して他の部局職員に比して超勤手当

の泊鎖が認められ、従来よりの代休11m等と共l乙滞i次

勤務条約の向上かi[~られているが、 夜間、 土 l際、 白

隠勤務等、特殊勤務が必要であり、専門的な技術と

適性が要求されるので職員が希望と誇りをもって働

けるよう法制上の改誌が必要である。

(2)館長は非常勤の 2ヶ年を任期として任命され

ているが出来る限り早い機会IC.常勤職員制を改め

ることが必要。

3 町内公民館の整備を青少年のために

公民館がi設置されて以来、町内公民館の育成援助

につとめて来たが11町内公民館は地域住民の自治集団

が設世主体で経営する施設であることを明般にしな

がら施設が拠点となって自治活動や社会教育活動が

自発的により一層発展伸長するよう者Ii助金の支出や

活動の援助につとめる。初期の頃はもっぱらIIIJI司公

民館は地域の座敷と憩いの場や学習の場、更に自治

センターとしての加設整備に主力を注いで来た。そ

れが発J1草してl昭和38年より建築面積165rd以上の施

設に敷地内lζバレーコートの而綴確保、児童遊民の
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設置、フラワーセンターの設置を目標にこれが実現

に努力をなし、特に児童遊具の設憶については役場

厚生課の協力を得て町内公民館の 6ケ所に施設し、

フラワーセンターの設霞についても土木謀、の協力を

得ている。本町1<:於ける「カギツ子」は現在児童生

徒4.200人の内710人であるが本11甘の特性から「カ

ギッ子Jは急増することが推祭出来る。今迄青少年

の為の集会所や子供の遊場~についての配慮が少か

った。町の施策Tこeけでなく住民自身の認識と自覚に

よって児童遊具や、青少年の為の図書室や集会所が

公民館敷地内に設憶され、野外活動用具等の兵材を

整備し、子供会や青年集団の自発活動促進をにつと

める。

4. 婦人教育の充実

婦人学級を既婚の婦人を対象として公民館に関設

しているが婦人集団の組識がない校区では学級生に

集団組識の意識が芽生えるが婦人会組識に加入して

いる学級生は組識を脱退し婦人学級生だけがよいと

圃助言者の問題提起

の意見が芽生えている。このような実態から既成の

婦人会の支部活動特に学習活動の協力援助と地域単

位の婦人集団育成が必要である。

5 新生活運動の推進

地域課題や要求の差がハ、ノキリとして全町同一歩

調では進めず波及効果を期している。早朝清掃運

動、フラワーセンター等郷土美化運動は新興地域に

比較的多く実施され農家地域Ii:進まず、結婚改謡、

葬儀改善は時代に適応しながら農家地域に突施され

て居り、今後とも生活の合理化、郷土美化運動線強

く続けてゆべきである。

6. おわりに

今後更に公民館が発展充実し住民の社会教育活動

の振興に役立っためには、公民館は施設として事業

活動をすることの認識を深めることが大切であり、

我々は現実を踏みしめながら住民の生活文化の向上

に役立つことの幸せを忘れてはならないと思う。

都市近郊の公民館

教育庁福岡出張所所長

~技術革新によ る産業構造の変化や経済の高度長成

にともない社会は著しく変貌し発展をとげているが、

それが最も象徴的に現われているのが都市近郊であろ
ャ

ヲ。

交通の便利と相まってベッ トタウ ンとしての団地の

造成、各種企業の進出による新入者の激潟とめまぐる

しい進展をみせており、今までの地縁をもとに成立し

ていた部落共同体は消滅し、同じ地域t己居住していて

も、極度な階層分化によって速帯意識も生活共同意識

も失われていく中で、新しい町づくりのためにという

重荷を背負いこんだ社会教育、就中その拠点としての

公民館活動は大きな転換期に来ているといえよう。

唯一の関係団体として依害してきた婦人会や青年団

が有名無実的存在となりつ》ある今回、社会教育の対

象さえ十分つかむことすら困難な状況の中で煩悶して

いる姿が偽わらざる現状ではなかろうか。

このような事態の中で真に社会教育の振興と定着を

願うわれわれとしては、公民館設置以来初年を経て自

明のこととはいえ、改めて公民館のもつ性格なり役割

りについて考究する必要はないだろうか。

とくに都市農村とを関わず、秒進分歩といわれる社

高 宮 清 志

会変貌の中にあって公民館のもつべき今日的な視点か

らの再検討新しい理念の確立は急務を要する問題で

あろうし、これなくして社会教育も公民館活動の進展

も望み得ないと思うからである。

~昭和38年文部省社会教育局が発行した「進展する

社会と公民館の運営」の中で、公民館の性格として

1 公民館に地主義住民のすべてに奉仕するいわば関放

的な生活のための学習や文化活動の場である。

2 公民館は人びとの日常生活から生ずる問題の解決

をはかる場である。

3 公民館は他の専門的施設や機関と住民との結び目

となるもの

4 公民館は仲間づくり(地域住民の人間関係を適切

にする)場である

の4点をあげているが、今日都市近郊の公民館が当面

している立場から考えると、地域組織の再偏成による

教育的人間結合こそ最も大切なことではあるまいか。

急速な右会変貌は人聞を孤立化し閉鎖的とし、いわゆ

る人間阻害の現象を引きおこしている。こうした中で

地減組識の再偏は望ましい人間関係を作り出し社会教

育を侵透させるうえからも必要なことと思う。このこ
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とについて宇佐川泌氏ば「これまでの行政を判!として

地減をとらえる観点から、住民の生活を紬として居住

地域をとらえる視点が大切でそうすれば消滅しかけた

地域社会がそこに住む住民にとってかけがえのない「

生活のための共益社会」 として再登場してくるであろ

う」といっている。そして公民館が住民自活の学習の

場となり実践の足カ1かりとなるたゅには、この施設が

住民の地域滅的な日常的利益のための自活組織単位に

設置さるべきで、いわゆる部落l町内公民館の重要性を

強調している。このことは、今までの、とちすれば中

央公民館の活動のみで住民の個々に応じた嬰求をくみ

とることもできず、住民とは無総のものとして意識さ

れた函から脱皮すべき段階にあることも階示してい

るの

。もともと社会教育は住民のもつ自主性、自発性を

尊重しながら、公民館などの施設によって学習の条件

を構成し、個人課題、地域課題の解決に寄与すること

であろう。とするならば公民館活動の主体は住民の居

住地域組織における活動でなければならないし、上か

ら下への発想から下から上への考え方1<:当然改めるら

れなければ公民館活動が住民に密着したちのにはなら

ないた'ろう。

とはいうものの話はそう簡単に進むものではない、

そこに中央公民館乃至地区公民館の果す役割の重要性

があると思われる。

従って中央公民館において各公民館との織の連けい

をはかり連絡調整や指導助言という仕事があろ うが、

あくまで各公民館の自主性を阻害せぬための配慮が必

要であろうし、とくに地域における課題の発見、ない

しは触発を誘うための各種の資料の鐙備提供という こ

とは最も大切なことではないた.ろうか。

住民の階層分化による生活諜題や要求の複雑多岐に

わたる都市近郊におていはー率的ないわば十把ーがら

げ式事業ではど うにもならないであろうし、各階層の

ニードに応ずる各種の事業が準備されねばならないだ

ろう。職業により、おかれている環境により、要求も

問題提起

この部門1<:即すると思われる本質的課題から順次、

具体的課題へと一一思いつくまま列記してみる。司会

者で採り上げる問題があれば、取捨選択闘いたい。

(1) 社会教育活動とはその本質を究明する。住民の学

習活動を中心とする相互教育活動であること。

逃っている今rJにおいては対象の制l分化はさげられな

いことfごと思う。

<>公民館は社会教育胞没であり、教育機関である。

「公民館が住民の問の教育的人間結合を促進する機能

をちっということは件'民の共同学習の場を術成するか

らだJ¥三井為友氏)といっているように仲間づくり

のための大切な役割をもっている。そのためにほよく

云われる 「公民の館JI住民の茶の附」として気'1珪に
利用できるような施設でなければならない。単なる広

間だけではこれからの公民館活は行ない得ないのであ

って、各事業にあった部屋や個人要求を満たしてくれ

る凶省、資料{{:{材等が単備されなければならないだろ

う。

。公民館が教育的施設である以上そこには人的施設

が包含きれているわけであるが、この面の配慮は最も

根本的なものである。施設を動かすものは人であり、

とくに前述のような事業を考え真に住民の自主的実践

活動を定着させるためには高i交の専門的知識と技術と

を要求されるのは当然のことである。しかしながら現

状は社会教育主事や公民館主事が「孜の男」 という異

名をもつように駁少の職員で山積する事o:理のかた

わら、不特定多数の伶民を相手に各領事業の推進i乙当

っていくことは宣伝大{訟ではあるまい、従って要求され

る専門的技術的職員としての自己研修を積み上げてい

くl時間的余浴と経済的裏付も確保されておらず、単な

る事業や予算の消化1<:終って住民の自発性を@培し民

主社会のよき村i成員としての資質を向上させる本来の

域(<:達し得ないのは当然といわねばならない。

社会教育:は1"1二:燃えずして人燃やすことはできな

い」といわれる。たしかに公民館活動のさかんなとこ

ろは熱心な館長なり主事がある。

しかしこれも限度があり 1人のカではどうにもなら

ない問題は数多い、日鴇員の充実(後継者の養成も含め

て)と身分保障の確立こそは今後の公民館活動促進の

鎚といってもよいのではあるまいか。

県社会教育主事 大 手口 己正

(2) 社会教育活動と社会教育行政との関係を切らかに

すること。

住民の社教活動を促進するものの条件慾備を行な

う一一行政の役割。

然らば条例盤側とは具{本的にはどんなことか一一ー
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考えてみよう。

(3) 紅会教育団体と公民館の役割、関係は?

(j) 社会教育行政と公民館との関係は。

多くの市町村では、社会教育課と公民館が混然一

体的運営がなされているが、両者の関係を概念的に

は明確化する必要はないかわ

(行政担当課と教育(実施)機関は自らその役割

は区別して考うべきではないか)

現状は人的村i成が貧弱なため、 一体化しているが

行政の組織としては近い将来分離す一べ きではない

かの

(5) 専門職員としての社会教育主事や公民館主事の職

~内容の相巡1はなども、あわせて研究してみよう。

(職務内容上の専門性とは何ぞや)

(6) 公民館と類似(町内部務)公民館の関係は、

類似公民館の方針を各現地の事情を交換しながら

検討してみよう

(7) 地区公民館の配置は現状のままでよいか。

中学校区単位、小学校区単位、 ETC

住民の社教活動促進のためには、理怨的配置はど

うすればよいか、検討してみようn

(8) 現在の公民館職員には、 どのような資質と知識技

能が要求されているか。今の職員に欠げていると思

われるものを反省検討してみよう。県などで職員研

修をする場合、どんな内容を盛んにしてほしいか、

話し合ってみる。

(9) 公民館職員の業務領域を次のとおり分類してみる

と、その実態はどうなっているか、どんな業務に今

後重点を指向したらよいか、検討してみよう。

事務的業務(館内、館外)、向己研修業務、その

他。

第 3 分 科 会 都市の公民館

- 実践現場の問題提起

黒崎公民館の経営から

北大Jii市黒崎公民館館長 野 隆 雄

jヒオL州マスタープラ ンにおける

社会教育

1. 文教計画の基本構想

北九州市の文教計画は緑のまちに科学と文化のオア

シスを、市民のためにゆたかな文化設備を、子供たち

のために明るい教育環境をつくることをめざすわ (以

下略)

2. 基本 方針

まず文教計画の方向を市民自身の手による教育と文

化の振興をめざすという観点から民主的な体策を援備

することにおく・(中略)…社会教育の商ではとくに

新市のコ Eユニティ計画11:対応する全市的対:¥iUIζ根ざ

す自主的市民の社会教育活動の展開を促進する

(以下略)

3. 現状について

本市における社会教育活動は旧市時代から地織に密

着した市民の一人一人に浸透する末端活動を重視して

いるが、その主軸は各地区の公民館活動、各種社社会

教育団体の活動である。なかでも公民館はその公民館

はその中核である。

(1)本市の公民館は公民館は公立、類似公民館におい

て各区間の設備、運営などの面でさまぎまの格差が

みとめられる。

(2) 地域住民から公民館にょせられている希望の大半

は、公立、類似公民館をふくめて、いずれも公民館

活動の強化充実とそのための公民館の増域整備、備

品教材の充実である。

(3) 公民館の当面している問題点

イ、施設の老朽化。

口、職員の配置。

ハ、行事予算の不足。

市民生活と密着した日常的な教育文化活動を育てる

という意味において公民館活動の強化充実が本市にお

ける社会教育活動の重要な問題点である。

4. 計 画
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公民館についてはコミュニティ計画に対応し社会計

画でしめされているような地域組織、計画の線にそっ

て地域住民の自主活動を助成する対策か全市的に擁立

されねばならない。

当面中学校区ごとに1館を設置しーー・・公民館には

館長、主事、その他必要な専任職員の確保が十分考慮

されねばならない。

5. 社会計画

地域組織計画

(4) 地域の組織化にその使命を真に自覚し、いわば

新しい意欲にもえる公民館が果すべき役割は大き

い。地域開発の拠点としての公民館の役割を尚く

評価し、その発肢をはかる。

• • • • • 
1. 黒崎公民鎗の対象区域の概要

(別冊黒崎公民館概況参照)

2. 公民館の配置について

s 八幡区における公民館の配置

(2) 黒崎公民館の設箇位置のもつ問題点

イ、公民館事業の;場合

ロ、一般市民の施設利用の場合

ハ、中学校単位設置のもつ問題点

- 助言者の問題提起

3. 地域社会における連帯感の問題

0) 住宅街と商!苫街との迷待について

(2) 都市1<:おける新しい地主主社会観の紐帯は何に求め

るべきか。

イ、地域の適当な広き

ロ、生活様式、感情

ハ、既存の住民組織に内在するもの

4.地区館における職員の問題について

(J)職員の数と質について

公民館の 色つ対象区域、施設、行事、施設利)11)立

と関述。

イ、数的不足

ロ、能力に過重な負担が要求される

ハ、職員の資質について

(2) 職務分担(職掌)の荘liAがかもす問脳J;;(

イ、人間関係の問!副

ロ、公民館混営上の閲刷

5. 市民の立場からの問題点

(1) 公民館の制度、機mの盤備と公民館の公式化

イ、村役所的傾向への飢斜

ロ、職員交流の問題

ハ、 1議員の勤務の問脳

(2) 公民館利用者(とくに背年)に対するJiilJlJfi"s!Ilの

警戒JU、の問題

久留米in社会教育主事 亡と
ロ 瀬 純

1. 都市社会教育の課題

都市松会教育は急激に~!援する人口をかかえ、さら

にその周辺部には新しい住宅や団地が建設されて従来

の農地が新しい地域社会として形成されてゆく過程に

あり、新な課題をかかえ、それに対応する内容と万訟

を求めながら、暗中模索しているように思える。

したがって都市社会教育の問題は、従来の社会教育

に対する考え方に追随することなく新な視点から目

的、内容、方法を探求し、創造してゆかねばならない

であろう。

その視点として，il(の諸点をあげてみたい。

(1) 新しい都市づくりのビジョンとそれに対応する社

会教育の目ざすものは何か。

(2) 市民生活とお換の災態:こ対応した社会教育の内容

としてい古五なるものがあるか。

(3) 新しい都市づくりに必~な市民性の内容を例人的

資質の面と社会的資質のiliiからいかに規定するか。

(4) これらの要求に応ずる社会教育の万法として、い

かなる教育形態が考え られるかの

(5) ρ ろJろな教育形態が考えられるであろうが、そ

の中で社会教育施設形態による教育の在り方と施設

の配置、施設設備の内容はいかにあるべきか。

(6) その中で公民館はどのような位慣と役割をもち、

Jかに配置され、 Jかなる内容と機能をもつべき

力、

以上の基本的課題の検討を経てはじめて、公民館の

在り万が明確になるのではなかろ うか。
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2. 公民館の配置、 施設設備について

都市における公民館の配置計画は、公民館だけでな

く、市民会館、文化センタ ー、公会堂、等公民館類似

施設及び図書館、博物館、美術館などの諸機能を充分

検討して、社会教育施設全体の中で公民館の果す位置

と役割と機能を考慮して立案される必要があろう。

狭ρ視野から計画は、スピーディに進展しつつある

都市にお旬、ては、数年にして行き詰まってしまうであ

ろう。

久留米では、昭和40年度から社会教育施設の体系化

と公民館の配置計画の研究iL着手することにしてい

る。

これは、昭和38年度・ 39年度にお4、て公民館の配置

計画につρて社会教育委員の会議に諮問し、研究が重

ねられ、地区公民館をつくるとすれば全市的K何館必

要か。地域の類型に適応した公民館の規模内容はρか

にあるべきか、職員の配置はどうしたらよ ρか、現在

の校区公民館をどうするか、地区公民館体制への移行

はどうするかなどにつρて答申がなされている。

これをもとにして、さらに新しい都市づくりのマス

タープランとの関曜を考慮して、社会教育施設の体系

化を団り、その中で、答申案による公民館の配置計画

を練ることにして、 40年)支社会教育委員の会議に諮問

することにしてρる。このように慎重な構えを取って

ρるのは、 10年~20半先H:全く使v、ものにならなρよ

うな公民館法っくりたくなJからである。

3. 公民館の職員について

新し旬、都市社会教育の在り方1.1:対応して、それを行

なう者の新しい資質と知識技術の内容が明らかl乙さ

れ、教育訓練の方法が検討されなければならない。

これらの都市社会教育が施設を中心として展開され

るものであるとすれば、施設職員として、次のことが

要求されるのではなかろうか。

，(1) 激動する社会の動きを的確に抱え、それを社会科

学、人文科学的な広い視野で体系に理解し、きまま

まの社会現象の本質と相互関係をつきとめる能力。

(2) この能力は事業の企画力に関係するもので、これ

を基礎として、企画に対する技術を身につけるこ

と。

(3) 企画に必要な情報資料を収集する組織と方法を身

につけること。

(4) 教育的環境の構成原理と方法を身につけること。

(5)学習指導の原理と方法を身につけること。

(6) 社会教育行政事務の内容と方法を理解し、事業の

内容を要素I己分析し、それを数量的に表現し、統計

的に処理する能力をもつこと。

これらの資質は、施設職員の奉本的資質であり 、こ

れには特別の教育訓練が必要である。

一般行政職員の優秀な者を抜てきし、施設職員に必

要な一定の研修を課して、配置すべきであろう。

ここで一般行政職員と施設職員は交流きれるようt乙

し、施設職員として実績を挙げた人々の中から一般行

政職員の役付に昇格させるといった人事管理体制を確

立するようにしたらいかがなものであろうか。

4. 事業について

社会教育の内容が実際生活に即応するものであるた

めには、住民の生活泰盤である地域社会の課題を適切

にとらえ、これを事業内容として編成し、企画しなけれ

ばならないが、最近の都市生活の流動性と内容の複雑

化及ぴ単純化への両極分化は公民館における適切な事

業の企画を一層困難にしているのではないだろうか。

このような客観情勢の変化に対応する新しい研究と

その体制がまTごかたまらず低迷しているようである。

そこで次のことを提案してみたい。

(l)地域社会及び個人の生活現象を具体的に把握す

るための情報網の確立と調査の技術の開発=運営

審議会の櫛成と機能の再検討及び、公民館職員の

自主的研究組織の確立=

(2) 地域課題や生活課題を具体的な現象としていか

なるもので代表させるか。その課題は映像化され

得るものかどうかを研究する。

(3) それぞれの課題の内容をなす要素はどのような

ものか、その内容は具体的な姿として、どこにど

のように害在しているかを研究する。

(4) それらの諜題の内容をなす要素をいかに組み合

わせ、いかなる万法で提示すれば住民の自主性に

根ざした活動が期待されるかを研究する。

(5) そのために、施設、設備の機能をどのように整

備し活用したらよいかを研究する。

以上のような研究が現在欠けているのではなかろう

か。

従来実施されてきた事業は公民館当事者の感と経験

を中心に、定型化した方法で行なわれてきたのではな

いかということを反省してみたい。

地減社会にある人的、物的資源をもっ と活用する工

夫をして、魅力ある事業を企画実施するようにつとめ

るべきであろう。
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問題提起

福岡市社会教育主事

1 地縁性に根ざす社会連帯感を強める方策

2. 学校教育と社会教育の接触を強化する方策

3. 文化教育を多面的に深める方策

=土r
ロ 村 馬
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j第2部門地域の民主化と社会開発のため町内部落公民館は:

i どうしたらよいか

.研究討議の主 眼点

1. 性格、組織等について

1) 町内部落公民館のあり方はどのように考えればよいか。

2) 町内部落公民館の組織はどうな っているか。

-地域開発、住民の意識開発の面からみて研究すべき点はないか。

3) 町内部落会等自治組織と 町内部落公民館との関係はどうなっているか。

-両者の関係で研究すべ き点はないか。

2. 事業について

1) 地域課題をどのようにつかみ、その解決のためどのような事業を行なってきた

か。

-事業実施の面でどのような問題があったか。

2) 公立公民館や生活K直後関係のあ るる機関、団体と どのよう に連けいをと って

きたか。

-連けいの面でどのよ うな問題があったか。
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ー第 4 会科会 僻地離島の町内部落公民館

国実践現場の問題提起

僻地離島の町内部落公民館の問題点

八女郡矢部村公民館主事 赤 石 春 雄

矢部村は、福岡県では最南端で大分県と熊本県の県

耳障に位置した福岡県で最も山間へき地村である。東西

11.2K 南北11.4K 総面積i立81.7平方粁で地形は一

般的に急傾斜が多く、平坦地は矢部川を中心に両斧i己

平行して在り部落も矢部川に合流する支流の谷間に散

在している。

矢部村は、景勝地として日本:百訟に入選した日向神

峡11:近代科学の粋を集めて建造された早害、洪水、発

電の多目的県営ダムが昭和35年に完成した。ダム建設

に伴い220世帯が住なれた土地を追われ県内外に転住

し、人口も減少し現在4.907人となったのである。人

口の減少により昭和40年度として行政区の区画整理lζ

若手、 25部落だったのを16部落に統合し 4月1日から

発足したのである。

矢部村の中央部に役場、郵便局、農業協同組合、森

林組合の施設があり行政指導をしているが、部落住民

が用達t己中央部まで出向のに約半日は充分かかる部落

が数ず多いのである。

(1)交通機関

堀川パスの単独路線で1日261m往復で柴賂から福

岡、羽犬塚方面に、また鋼生方面にも運行され大分県

日間市、熊本県杖立までパスで約3時間半で行ける。

(2) 教育施般

各谷K小学校が矢部小学校、飯干小学校、高巣小学

校、日出小学校、御側小学校、5校(内複式校1校)

中学校矢部、中学校1校保 育 所l 幼稚園l

公民館職員

中央公民館長 1 (教育長の兼任)

主事 1 (社教主事の1責任)

校区公民館長 5 (小学校長の兼任)

公民館活動

中央公民館では定期的には青年学級、婦人学級家庭

学級を開講し年2岡部落公民館長の研修会を行ない指

導者の養成に重点を置き一般教養は成人を対象にした

講演会を実施し変ぼうしつつある社会に対応する住民

の感覚を深めると共に青少年の健全育成や交通事故を

なくする運動や新生活運動の推進にその成果をあげて

L 、る。

(3) 部落公民館施霞整備状況

公民館施設を有する部落名

横手公民館 32戸 175人

日出公民館 26戸 137人

秋切公民館 22戸 137人

神窟公民館 29戸 73人

竹原公民館 59戸 307人

柴路公民館 81戸 414人

中間公民館 22戸 127人

古田公民館 27戸 153人

柏木公民館 27戸 143人

臼ノ木公民館 40戸 239人

栗原公民館 32戸 171人
中切畑公民館 36戸 209人

残り 4部諸事は施設を有しない。

2、3の公民館では結婚衣裳、会席類、座ぷとん等を

整備し使用料を徴収、それを積立て維持費に当てて

いる部落公民館の維持費については村から助成なく

部落住民が共同作業などで得た賃金をそのまま公民

館運営資金に充当し、それ以外は毎月 1戸当り 50円

を徴収、その他村からの奨励金を運営費としてい

る。

(4)公民館活動

毎月上旬K定例常会があり、行政面の示遥事項や部

落内での事業計画をたてそれを実践し、青壮年、婦人

会、老人クラブ、子ども会などのクラブ活動を行な

い、主として農林業の技術向上、良い環境作りに活動

している。

活動の主な点は

1 生活改善の推進

2. 子ども会の健全育成

3. 防犯活動の強化

4. 環境衛生の徹底

5. 幾休日の設置運動

以上5項目を主柱として取り上げ実践している。

(5) 部落公民館としての問題点

1 部落公民館は地域住民の自主的立場からf部落民

の集会の場として建られたので社会教育、特l己実
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技学習の場としては飽設か不充分である。

2. 人的関係では書官務公民館長は各部落共区長が兼

任し行政面での下詩的な存在である。積極的に部

落活動するには専任主事が必要である。

3. 運営資金では各部落共地域住民の負担になって

L 、ること。

4. 部落公民館に対する住民の心構。

各種の講演会や講習会を中央公民館で行なっても

一部の限られた人のみしか集らず閉心な人の集り

. 助言者の問題提起

が少ない、その点では司落公民館で行なえばてつ

ていした公民館活動が出来、部落住民も望んでい

る。それと指導者の養成並ぴに施設の整備が不充

分である、そのためには是非とも部落公民館の育

成強化が必要である。

5. 類似公民館施設に対する国庫補助の婚額につい

て山間僻地など文化の恩恵の少ない地域にはもっ

と重点的な補助が必要である。

僻地公民分館活動の主軸

前教育庁八女出張所長 秋 ，r 
口 紋 吾

一言にして言えば、僻地こそ公民館活動即新生活運

動の線でいきたい。

都市も農村も僻地色、非常な烈しきで揺れ動いてレ

る。そしてその波紋は、何等かの形で社会の構造的変

化を伴わずにいない深刻きで、金生活の上に押し広が

りつつある。この社会の急激な変貌は、公民館活動の

上にも、変化を来さざるを得ない。これからの社会に

公民館がなくてはならぬものとしての脊在意義を認め

られ、社会開発の中心施設として、振興発展の道を辿

るか否かは、吾人に課せられた重要な課題である。故

にこの事が如何にむずかしかろうとも、お互の幸福

と、幸福な社会を築くために努力を尽すべきである。

その努力を培かい、寄せ合うところにこそ、公民館活

動t己採せられた役割jがあるといえる。

特tこ僻地については、その上に問題は山積してい

る。

，. 僻地も生活が次第ーに都市化してきた。反面非民主

的な伝統的な因習も残存している。

2. 出稼ぎ問題も愈々深刻化してきた。それは一般に

その低所得性貧困性の上に生活欲求の摺大から消費

の膨狼等生活構造が次第に変ってきた故だろう。

3. それと共に、生活環境上の問題点も多い。労働条

件(特t己主婦や老人)僻地災害問題、交通、福祉施

設、教育施設、防災施設、通信施設、保健医療施

設、保安、文化、娯楽施設、庖舗等の問題、

等多くの問題点をもっている。

一般的l乙言って僻地こそ一層社会開発の必要はあ

る。

，. 公民館の施設設備の充実は勿論のこと、分館によ

る教育活動の拠点を確立する。

2. 近代学習組織の確立に努め、自主的学習活動を促

進する。

3. 教育効果を高めるため、重点的に指導、有志指導

者の養成とその獲得に努めることは、僻地の現状よ

り考えて、最も大切な事であり、その上、各種機関

や各団体の綜合的な組織化を図るることも大切であ

" '.0。

4. 産業研究を主軸とする背少年育成活動に努める。

5 地域、或は生活諜題に立脚した新生活運動を促

進、生活の近代化を団る。

主事綜合的計画の下に、人間形成を基本とした村起しが

必要と思うが、これには前にも述べたものを含めた多

くの問題点がある。然し何をおいても、公民館活動に

参加する本人、つまり活動の主体者自身の主体的活動

でなくては、効果は挙らない。放に活動の目標は、主

体者自身の生活欲求の中から求められ、設定される事

が肝要である。

(J) 地域住民の社会的欲求はどういうものか。

(2) それがどの程度の強さで、範囲はどうか。

(3) 誰がその欲求を強くもっているか。

tこ始まり、これ等は印象や簡単な数量で結論づけるよ

うなことでなく、出来れば社会調査の方法や技術をと

り入れ、これを駆使し得Tこらなおょいと思う。

(4) これ等の要求を満足させる社会的資源には、ど

んなものがあるか。

(5) 指導者には、誰が適当であるか。

(6) どの範囲に先ず組織化したらよいか。

等も併せて調べておくがといと思う。

以上が一般に問題の発見と言われているが、この他

なお忘れてならぬ事は、地域人の将来にとって、必要
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な事柄を、刺戟を与えて意識に上らせて、新しい要求

を開発することも大切である。つまり客観的に見て、

この地域の問題点は何か。何が欠げており、どこがア

ンバランスなのかをみ出すことである。

次にこうして掘り出した問題は分析すべきである。

分析とは、 「問題にかかわり合って，、る種々の要因を

洗い上げ、どういう要因が、からみ合ってそうした問

題が構成されているかをつかむ」ことである。

(1) 先ずその閥題のマイナスの要因、或はプラスの

重要因をとり出す。

(2) このとり出した諸要因を並べて見て、どれがよ

り「きいている」のか、よ り重い要因なのか、相

互にウエイトをつけて見る。(重要性検討)

(3) 次にそれ等の要因の中から、 吾等自身の力で現

実に動かすことが可能かど うかを検討して見て、

可飽度の高いものから順位をつける。 (可能性検

討)

その次に対策樹立をする。これについて注意すべき

点は、

(J)実際活動11:当って、目標となっている問題の水

準を高めるためのプラスの要凶令考えるだけでな

く、その問題にとって、7 イナスとなっている要

因をいかにすれば弱め得るかという視角からも見

ること。

(2) 運動;立、個人を対象Jこして個別的 lこ説得した

り、知識曽及を図ったりするのでなく 、なるべく

集団的な場を作り、その「場のカ」を利用して、

人々の態度や物の考え方や行動を変えさせる試み

が大切と思う (組織志向的)

(3) 運動遂行上利用可能な手段を充分検討しておく

こと。例えば各種間体の綜合的な体制や広報活動

等。

次~r愈々運動実施の段階Tごが、これはあくまでも集

団思考型の活動であるべきだし、この鎚になる こと

は、活動の目標自体が個々と直紘しているという意識

が持たれることが必要である。 そのためには、あくま

で集団の話し合いが大切である。それと共!I:目線迷成

の見通しが全成員11:与えられていなければ力がH1な

い、活動意欲が湧かない。

こうして展開された組織活動は、これを評仰する必

要がゐる。反省検討である。

(1)他の問題との関略性は、 (2)効果性は、 (3)速効性は

(l)発股性は、

以上その筋の大裂を見Tこが、このいき方は、新しい

人間関係を設定しながら、現実の生活上の関樹解決、

ひいては新しい人間像形成をおしすすめる手段ともな

り得るし 、 日本の現状より特に僻地~(於て必要な手段

である と思う。 fこだここに注意すべきことは、

(J) 現在の祉会問題中には、その性質上一定地域の

みで解決し得ないことがあること。これをとり上

げると、専ら内側Tごけ解決の道を求める万向を辿

るおそれがある。

(2) 国や地方自治体等の行政機関の主主任を転稼して

しまうおそれがある。

(3) 指導闘の権力的地位や自分たちのための体制維

持の足mりに利用し、地域住民の心開的操作の手

段と して使われる危険がある。

僻地、離島の町内部落公民館

離島を含めて僻地といわれると ころは、いま最もき

びしい社会変lまうの波にさらされている。人口の流出

は地域の若い働き手を中心にとどまると ころなく進行

している。生活の経済的暴盤をなす生産活動の停滞な

いし衰退も現われてきている。例を稲作にと ると昭和

35年を境として作付面積は年々減少しているが、と く

に山間部農業の中心作物のひとつである陸稲では突に

279百も減っている。離島を中心とした沿岸漁業も漁業

資源の減少、大資本漁業の圧力等lζ大きく影響をうけ

ている。

このように、僻地に生きる人々にとって当面してい

る生活上の課題は極めてきびしいものがあるという事

県社会教育課主事 )11 崎 降 夫

突は共通に確認されなければならない勺このような地

域における公民館活動の課題はまさにこのよ，うなきび

しい具体的な事実にどうとりくむかというところから

出発すべきである。

しかも、公民館活動を展開するにあたっての地域社

会の部落構造、人間関係においても他の地域lこ比して

古い伝統的なしくみがはるかに多く残っているであろ

う。さらに新しい社会の進展11:対しては、文化的環境

についても恵まれていない。

このようなきびしい環境と深刻な生活3課題[こ対し

て、公民館はどのようなかたちで住民の願いを組織

し、活動を展開していくべきかについて、 各地の実状
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ばならない因習とは何だろうか。

リ、 文化面での遅れはどのような点で問題だろう

か。

声、 僻地で子どもを育てる母親の悩みを出 しあお

つ。
Jレ、残った青少年Tこちの実情はどうか。彼らの悩み

と願いは何だろうか。

ヲ、僻地の教育環境にはどんな問題があるか。

ワ、僻地における教育活動の指導者にはどんな人が

望ましいか。どんな人が指導力を発部している

か。発部していないか。

力、僻地の公民館はどのような役割を果している

か。その実態を出しあい、望ましいE誌を扇いてみ

よう。

と実践体験を出しあいながら考えてみよう。

イ、 地域の生産動向はどのような傾向をたどってい

るか。

ロ、 地域の労働力人口の動きはどうか。

ハ、地域の後継者はどうなっているか。

ニ、 このままで僻地の生活と生産は守られるだろう

か。

ホ、みんなの願いを寄せあい、組織した地域計画と

はどんなものfごろうか。

へ、点字地の生活を高めるための法律や権利について

の住民の認識はどうだろうか。

ト、部落を出ていった人たちの生活はどうなってい

るTごろうか。

チ、地域の中で守るべき伝統と、打ち破られなけれ

都市近郊と農村の町内部落公民館第5分科会

実践現場の問題提起• 三瀦町公民館の分館活動より 見た

民主化と社会開発に対する諸問題

修

格が強まって来たことである。具体的には背年の流

出、戸主不在の貸業、長期出稼ぎの普辺化、婦人の験

場進出、等がめfごち、問題とし家庭の喪失と青少年の

非行化傾向、共同体的にものの考え方が変って来てお

り、生活構造の複雑化とともに、部落内にはそれらの

多様性が表面に出て来ている。

回西三瀦町公民館主事

三瀦町の分館は、分館というよりは部落公民館の性

格に近い。平均111戸、 予算額は一分館約40，000円で

ある。

主題の[民主化」や「社会開発」は、単なる教育活

動ではなく 、実践的なものであり 、新生活運動の現場

とも云える部落公民館に期待し、又ここを基礎におか

ねばならない。
基本的な問題

社会教育に対する認識か薄いこと

一般的には三割社会教育という言葉があるが、自分

たちの問題を自分たちの問題として意識していない、

意識してもあきらめている。

あるいは自己中心の功利的な考えに凶っている、役

員選出もおざなりである。

H 

変貌の実態

部落公民館は実際生活1<::'即した運営が特に望まれる

ものであるが、それは急激な社会変貌i乙即した運営と

いうことになり、社会変貌は一応とらえておかねばな

らない。関連のあるものを簡単に挙げてみると、産業

やマスコミや交通の発達が顕著で、三瀦町は近郊的性

I 

チ一
計

392 

100 

度要必の館

要

民公

不

落部

必要

205 

52 

67 

17 率

項目

数

比
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町長、議員、区長等の行政関係省の熱意があまりな

くて、一部にははっきり不婆諭を悶える人もいる。形

の仁Tごけ整えておけばよいといった恰好である。

分館長との報酬の比較

三里」 畔 I34年 I3s年 I38年 I40年

分館の役員については、組織の充分でない所があ

り、又あっても生かされていない。例えば役員会が殆

んど関かれていない。行事についても年来の踏襲に終

始している所が多レ。又は本館の下315に甘んじてお

り、運営技術の向上等が考えられていない。

2. 施設や設備が完全でない。

施設が古い、新築は僅かに二分館である。狭くもあ

るので機能iま発揮出来ない。

20t平以下 14分館(平均15坪)

20坪まで 4分館(" 25坪)

32坪 1分館

50坪 1分館 (町集会所の併殺)

2. 分館経費が少ない

昭和39年度予算額の一分館平均績は40.000円、平均

額以上の分館は僅かに六分館最低5.000円、最高77.00

00円、一戸当り年平均額340円、責主低91円、最高1.500

!'J 

E 民主化と社会開発についての諸問題

1. 住民の実態がつかまえられていない

住民の実態を知るための調査や研究が行われていな

いの又役員会や反省会で充分なfii;議や問題追求が行わ

れていない。

希望している分館の事業

1. 学級的なもの(子供・背悦 ・知人 ・成人)

2. 実技的 "衛生・農業 ・生活 ・交通)

3. 運動的 " 公 明選挙 ・環境衛生他)

4 体育的 "運動会 ・球技等)

5 文化的 "越味 ・展示会等)

この調査結果では、分館活動を一般教養の向上の場

としてとらえているということであるのあるいは、学

級的なものが一般的に多く関かれているということで

もあって、問題はただそれが意図的なものであるかあ

るいは民主化や社会開発1<:'速がる動機づけの役割りが

果されているかどうかということである。

分館内でのグループの結成希望

1. 料 理 グJレ{プ 5.務 曲グループ

2 農事研究 w s. 町政研究 H 

3 家計薄研究 H 7. 碁 ・将棋 H 

4. 生花"

2. 役員会や委員会が開かれていない

分館の中心課題についての検討も充分されていな

い。従って独創的でない。変貌していく社会K公民館

の行事が整盟主れ、新らしい事業への移行がスムーズ

に行われていない。

又指導者やリ ーダー養成のことが一向に考えられて

いない。後継者の養成もな句、

3. 団体に対する連総調霊が見られない

閲体員としての意識が年々薄れて来ている。団体こ

そ民主伯やその地域の開発に積極的でなければならな

いが、団体自体も分館側も育成についての考慮が殆ん

どない。

更には団体聞の連絡がなされていない。 他とは全く

没交渉な運営を続けている。

4. 行政面との連絡が充分でない

行政商との連絡や調整が充分でないので実践活動が

うまく行かない。やむを得ず分館長と区長との兼務を

している所にしても、決して実践商までの盛りあがり

が見られないの行事だけを追っている観すら見える。

5. 啓蒙教育活動が充分でない

民主化や社会開発には、その住民の理解カ，根本とな

るものであるが、その@f蒙や教育活動が充分に行われ

ていない。その中で行事が続けられでも無意味であ

る。@f蒙の場合は広報活動との関連が大きいが、この

広場は常に忘れられている。非参加者、対家庭への広

報活動が殆んどない。
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学習やグル プ、 啓蒙 運動への参加意識

ぜひ参加したい

出来るだけ " 

余り気が進まない

学ぷ気はない

どちらとも云えない

わからない

無記入

計

実践活動への結びつきが弱い

問題の提起や学習だけの繰り返しでは、却って反感

. 助言者の問題提起

積極的に卒先してやりたい 56 

出来るだけ努力する 248 

あまり気がすすまない 2 

やりたくない 4 

どちらとも云えない 8 

わからない 6 

無記入 102 

'T 

昌
吉
岡 426 

や軽視となる。実践への踏み切り方それは今後の蚤要

な課題である。

九 ii大学教育学部助教授 "-' 
耳三r 弁 也龍

1. 町内部落会等の自治組織が自治活動を充分に行なわないことが、町内部落公民館の役割をはっきりしな

いものにしているのではないか。

1)町内部落会等の自治組織不要論が一般的ムードと

しである。それは理論的には、いわめるボス勢力(

新旧)の活動拠点となり 、自治活動が行なわれ得な

い基盤守そうした組織がもっているからであると考

えられているし、又一方では、現実的には地域社会

の崩解が始まり、さまざまな生活事情の人達が地域

にあらわれ、個人生活の建設と防衛にとどまってい

るという住民の事情が、未だ組織的結合を可能なら

しめるまでに至っていないためではなかろうか。

しかし、都市近郊あるいは農山村においては、い

まだ地域組織が現に寄在し、地域社会のために意味

ある活動をつづけている場合が多くみられる。した

がって、その活動のあ り方と公民館の役割jの関係を

考えてみる必要がある。

2)自治組織が本来の意味で自治活動を盛んにした場

合、公民館はいかなる役割をもってくるのか。

本来の意味での自治活動は社会生活の諮部門花関

して、絶えず地域生活の現状をとらえ、課題意識の

感言葉を行ない、機会をとらえてその解決に挑戦を読

みるものであるべきである。いわば恒常的な活動と

解決をめざす直接的な活動とがあるといえよう。し

かし、現状の活動の多くは行政から協力を求められ

た事項についての対策協議にとどまっており、受動

的な働きといわざるを得ない。勿論行政からの働き

かけが問題なのではなく、それをうけとめる体制と

して自治活動のないことが問題なのである。

こうした現状において、公民館はいかなる役割jを

もつべきなのか、自治組織の中に入って、自治活動

そのものの展開にあたるべきなのか、自治組織にお

ける自治活動が進められやすい環境をつくることを

ねらうべきなのか、公民館活動の性格や組織もそれ

によって異なってくるであろう。

2 部落民の教育的要求l乙応える活動を準備するこ とは町内部落公民館の役割!として適切なことか。

住民はそれぞれ自分の職業的能力を磨き、越味生活

を拡充したいと考えているであろう。また、社会的な

要請としては自治の飽力と態度をつけてもらいたいと

望まれている。こうした住民の要求に、現在の町内部
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務公民館はその規模、能力からして、充分満足させら

れるカをもっているのであろうか、もしないとしたら

どのような役割をこうした要求の実現に対してとるべ

きなのであろうか。

現在ではともすれば地域意識、部落意識あるいは地

域社会、部落社会づくりということにとらわれすぎ

て、住民個々人の教育要求を素直にみつめ、そのため

の対策として部落公民館がどのような役割を果さなけ

ればならないかの検討が忘れられているように思われ

るの

3 町内部落公民館は地域課題をとりあげ、それを契機として学習活動や実践運動を試みようと努力してい

る。公民館がそうした活動の主役になって動くことはよいのであろうか。

いわゆる公民館施設不要論はこうした地域課題にも

とずく学習の実現を重視した考え方からでできている

のであるが、それ自体が公民館という機能を分化しき

れないでいる考え方ではないのであろうか。地域課題

をとりあげた学習活動や実践運動泣いかなる組織がや

るのか、公民館で努められた人がやるのか、自治組織

がやるのか、地域にあるその他のf団識がやるのか、こ

うしたことがきまってくることによって公民館の役割

もきまってくるはずである。地域課題の構造の分析、

それへの対策の検討は自治組織の中にある担当組織が

行ない、その実践はそのためにつくられた組織がうけ

もつのが至当であろう。そうした時に、公民館はそれ

らの活動がうまくゆくように施設や材料を提供した

り、あるいは分析や対策を検討するのに方法的指導が

必要な場合にそれを行なう機関なのであろう。

町内 (部 落j 公 民 館 ω問 題

八女市公民館長 平 島 忠 太郎

一、はじめに

問題提起するにあたり、町内(部務)公民館を「公

民館の経営」の中にどのように位置づけするか…・・即

ちその在るべき姿勢と方向についての概念づけにふれ

る必要を感じましたが、ここでは、話題の誘発をはか

ることと、八女地方に残っている課題について、経験

評価を中心に問題を提起することにしました。

二、八女地方に於ける公民館の出発

当時のあらまし

昭和23-24年:z:町村公民館が設置され、ついで町内

(官官終)公民館が、当時は分館という組織体で編成さ

れ、人と組織そのものが、地域の生活センター、文化

センター、或は政治センター[旬以役訓告栄して来た、

そこでは逮!動という力学的な傾向が強かったことを斉

定出来なかったように思う。即ち社会教育行政として

の概念づけか寸=十分なままに、事が運lまれ、地域社会

と住民の意志をリ ードして行く結果を生じた。

又当時の一つの傾向として云えることは、概ね町村

長が公民館長であり、Eつ自己儀牲の上lこ立った公民

館主事が、不十分な身分保障にめげずオーパーな勤務

惣勢を統けたことが挙げられるの (公民館職員の多く

は、引揚者、疎開者、教員退職荷等がその主流であっ

た)

今日町内(部落)公民館の問題を取り上げるにあた

って、公民館出発当時の背震を無視出来ない理由の一

つがこの辺にあることを知らねばならないと思う。

又公民館運動(当時はそう呼んだ)が鉱大発展の領

域をはじめ主として農村地域においたことも、今日l乙

至って一つの課題を残しているように思う。(思想や

経営感覚の変貌テンポは、都市や労働者のそれに比

し、スロ ーであり地味である。)

三、今日の問題あれζれ

(A)公民館の性格について

公民館ということばと、そのふんいきを知らない

人は少ない、それでいて公民館とは何かと住民に問

うてみとい・きあーということばがかえってくる…

・又社会教育施設という公民館もその利用形態は、

行事集会に終っている傾向もある。その原因の中に

は、

(イ) 公民館発惣当時の公民館指導概念の中(e.地域住

民の組織、活動をも含めて運動の展開をはかつて

いたこと、又戦前の全村芋絞的な方向をとってい

fこことの

1ロ) 町村長が公民館長を兼務して出発したために、

行政構造そのものを支える条件として魅力を持た
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せたこと。

刊公民館主事等の機能的勤務が、結果においては

一つの教化主義をとってきたこと。

判 人そのものが、特に町内{昔日溶)公民館の場合

は施設や教材1<:かわる活動!こ終始する傾向の強か

っTここと。

等があげられるように思う。

こうした原因と要因を底辺に持った'けに、或は現

t乙多くの町内(部落)公民館長由幸一般行政職と兼務

である状態K於て、類似公民館諭のみをもって現場

に臨み、逃げの指導に終るとするならば、問題はい

よいよ混迷するばかりではあるまいか。

(8)町内 (部落)公民館の施殻設備について

町内 (部落)公民館は社会教育施設として類似の

公民館であるが、これを一般行政的な立場から見る

と、いろいろな形と内容で公費を投資している現状

から、仮りに町内(部落)の所有管理であっても問

題は残る。

逆に市町村の財産K編入しても、現状は財政事情

や地域の実体からして、実質管理は類似的なものに

ならまるを得ないし、行政職と兼務の館長が多い場

合特にそういう事態になりかねない。

又社会教育縮設として建設された町内(部落)公

民館も農山村にあっては、共有財産(山村や土地)

を処分して財産源とする処が多く ・(地区館…学校

体育館(講堂)等もその例外ではない)その使用行

為や、経営管理者が社会教育機能外lこ求められる結

果ともなっているのである。この辺l二建設過程をよ

問題提起

り重視する必要がある と考えられる。

(C)中央公民館地区館と類似公民館との関連

(イ) 中央公民館の経営をより効果あらしめるため

lζ、各地減(町内)の共通課題となるものについ

ては、中央公民館と町内公民館の共催事業化する

ことe

1ロ) 中央公民館の事業 (例えば速絡調整等)のう ち

積上げを必'~とするものについては町内公民館で

共通基準を設定して開催する。

け町内公民館長の研修と町内公民館の運営基準を

設けて綜合効果をたかめる。

判新生活運動と社会教育の関連、主lu<:教育効果を

|町内公民館で具体化する。

以上は社会教育縮設としての類似公民館の関連課題

かいけつということよ りも、中央公民館の事業をより

広く効果あらしめるためにとっている一つの事実をあ

げてみたわけであるが、これとても問題が多い、又社

会教育行政上このような事業形態は理論をいよいよ混

迷ならしめるということにもなる。

おわりに

類似公民館の性格づけを吏に明らかにし強化すべき

面はむしろ積極的i己取り上げて中央公民館若しくは地

区館等の事業効果をたかめる必要があると思う。

更に行政上の混迷をさけるために、社会教育課と公

民館の関連をより明瞭に整理して関連課題のかいけつ

を図るための桜拠を具体的に認識しあう必要があると

思う。

県社会教育課青少年教育係長 入 江 寛

1.学習課題へのとりくみ

農村も都市近郊も、新しい産業基盤を倍うためには

古い地域社会のしくみから新しいしくみへの脱皮が要

求きれている。その根底には地域住民の意識の開発と

生活の再編成が必要であり、この立場1<:立って学習課

題が具体的に設定きれなければならない。

(l) 農村の 標題

イ、 「家」中心1<:組織化された部落のしくみを個人

の必要や要求をとりいれたしくみに再編成するl時

期がきている。

ロ、同時1<:広い視野から部落や村の問題を考えさせ

る姿勢も大切である。

ハ、生産の共同化、生活文化の向上その他の課題

(2) 都市近郊の稼題

イ、個人の自覚も強まり、生活も都市的要素が多く

なり、古い農村的風土の中に都市化され、近代化

されてゆくものを、どのように調和させ、農家と

勤労家庭とを含めて新しい地域社会のしくみをど

のように作りあげてゆくかが課題である。

ロ、地域活動の新らしいしくみを考えよう

地域の社会教育団体、目的機能集団等が行う地

域活動の中l己、地域住民の個人的必要や要求を積

極的にとり入れてゆく。

(伊n) ・勤労者のための集会

・農業者のための集会
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-若妥のための集会

・趣味的結合による各種グル ブ'活動の一育

成

"2.町内部落公民館はどうしたらよいか

※ 生活を明るく強かにするために、古い生活様式や

考え方を新しく作りかえてゆくしくみが公民館事業

の中にとり入れられる必要がある。

イ、農家、兼業農家、勤労者等がもっ共通のi1!l!題、

要求を掘りおこし、その学習の場所と方法を提供

してやる。

ロ、地域住民のitl!得意識を強めるような予習4深題を

設定する。

付l農業の生産性を高めるための研究グループの

育成

(ロ)農村に文化的施設の設置一生活を明るくする

ための有線放送の設置

付 余暇到用や消費生活の在り方についての研究

会の開催

ハ、地減の行政や住民活動Jこ必要な情報の提供

ニ、 生活の必要と趣味的要求を充たすために、いろ

いろな行事の開催

ホ、生活上の必要と要求に支えられた仲間集団の育

成

第 6分科会 都市ω町内部落公民館

薗 実践現場の問題提起

町内部落公民館の性格

大牟田市社会教育主事 高 口 道 之

これまで町内部落公民館を、 「公民館類似施設」だ

として、公民館の下部機関ないしは出先きとして分館

あるいは支館という隷属的な位置と役割を与えている

例が多くはなかったか。

社会教育推進のために、住民の自治組織・ 居住組織

を基本単位と-，)"るl町内部落公民館の設置が提唱され、

受け入れられていったのは、単tζ公民館が及ばない領

域に対して、公民館類似施設としての機能を果させる

ために考えられていったものであろうか。地理的1<:僻

地であるという理由等で設けられる分館とはちがった

性格と役割jを、l町内部洛公民館はもっているのではな

L 、力、
~ 

l町内部落という住民の一体観、連帯感のなりたち

やすい地域=地域共同体意識の成立するところ=を単

位としている。それはつぎのような役割をもっている

からだと考えられる。

(1)地域生活課題の解決を社会教育という立場から と

りあげ、共同学習をすすめ、町内ぐるみ、部落ぐる

みの力で、町づくり ・村づくりの方向に発展させて

いくことをねらいとしている。

(2) 自治組織における活動とタイアップし、地域民主

化を推進、具現していくととをねらいとしている。

ω あわせて個人の自主性の確立と、市民性の荷揚を

はかることをねらいとしている。。
要するに、公の施設である公民館と、学習のための

住民組織である町内部落公民館との性格のちがいをは

っきりさせて、それに応じた役割を果すよう運営をは

からねばならない。 。
1.町内部落公民館の事業

住民自らが課題を発掘し、それについての理解を深

め、実践への主体的な力を縞集するために、学習活動

を展開しなければならない。

課題解決のための学習と実践

(実践川 ー (発達課題n)ー(学習n)

↑ ↑↑  

(実践2)ー(発達課題2)ー(学習2)

↑↑↑  

(実践1)ー (発達課題1)ー (学習1)

大牟田市における事例

1. 入船 ・高砂町伝染病多発地帯における環境衛

生活動

2. 萩尾町交通不便なところパス路線延長

3. 三川町2丁目 商庖街で商白経営者の

組織化による経営合理化・地域発展のための
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学習組織化

4 上内地区周辺燈村地区でミカン共同栽培、共

同凋懇事業の推進

5. 大正校区市街地青少年非行の多い地区におけ

る青少年対策推進。
これらの事業展開にあたっては、公民館や関係団体

と連繋を保ち、それらからの有効なインフォーメーシ

ョン(資料の提供、講師の仮遣など)を活用していか

なければならないことはいうまでもあるまい。。
2.町内部落公民館の組織

館運営I乙地域住民の意向が十分反映されなければな

らない。そのにめ運営組織(運営委員会)の構成にあ

たっては、地域住民各層の意向をよくとれるよう考え

. 助言者の問題提起

公民館は、たとえ町内・剥落の「類似施設」 的公民

館であっても、やはり社会教育機関としての性格と機

能をもつべきであろう。

もともと公民館構想のなかには、これが単に社会教

育機関であるにとどまらず、 「町村自治振興の機関」

であり 、あるいは「産業振興機関」であり、 「社交娘

楽機関」でもあるという工合に、いわゆる地域綜合機

関としての性格が与えられていた。公民館はミムラの

茶の間 M として家庭的に運営きれねばならないとされ

てきた。公民館はまた、魅力ある施設でなければなら

ないが、しかし「施設は単に公民館の一面!e:過ぎず、

設備は備わなくとも魂がこもり町村民の支持があれば

立波に公民館の名に値する」 とされてきた。(寺中作

雄『公民館の建設』昭21より51用)

この公民館構想には、たしかに今日の公民館活動に

おいても軽視できない原則がうたわれている。しかし

ともすれば、あまりに綜合的すぎて肝じんの社会教育

機関としての性格がぼやけたり、あるいは施設 ・設備

よりも実際の活動が重要視される(機能論)という立

場によって，今なお貧弱な施設しかもたない、甚だし

いのは施設さえもたない、公民館も少なくない。

町内 ・部落を基盤に公民館を設置しようという、い

わゆる当時の部務「分館」の設置は、とくに公民館運

動の初期において、全国的に広くゆきわたった方式で

ある。例の『公民館設置運営要綱.1 (文部次官通!様、

ねばならない。

なお、運営委員会は館長の諮問機関であるよりも、

議決機関であることがのぞましい。

事業展開のため、地域生活課題に応じて、町内税務

会等の自治組織に、学習の成果を実践する必要な部の

ため専門委員会がおかれ、それと一体と なって課題解

決をはかるように推進していくことがたいせつであ
w 

I~o 。
地域生活課題の解決のためには、-1町内部落公民館

の力ではないこともあるのそのため、他の町内部務公

民館との透けい組織が必要である。

o 

同時に、事業展開のため、各種団体や機関との述絡

を常時密接に保っておくことも考えておかねばならな

v、

九州産業大学助教授 林 文 人

昭21)でも、 「公民館設置の手続き」の第ーとして、

町内会 ・部落会を手がかりにすることを勧めているの

実際に公民館を設置する町村の側でも、既存の伝統的

な町内 ・部落を利用することが便利であった。町内・

部落公民館は、すくなくとも初期公民館運動において

は、代表選手だったのである。それだけに、この方式

には寺中公民館構楚tfこもられている性格 ・特徴、その

矛盾と問題点がもっとも典型的に内包されているとい

ってよカ〉ろう。

町内 ・部洛公民館は、中央公民館などと 比 べれば

「ムラの茶の間」的な公民館になりやすい性格のもの

であろう。しかし同時に、 「綜合的」機関であるとい

うところから、町内 ・部落内部の雑多な活動、行事、

仕事が公民館活動のなかに未分化なまま集中しがちで

ある。あるいは、l町内 ・部洛全部のいろんな組織、間

体、集団が公民館組織として網緩されることになる。

その結果、公民館組織と町内会 ・部落会という地域住

民組織がまったく重複してしまって、両者の見分けが

つかなくなる。そういう過程のなかで、地域住民組織

は生き生きとしているが、公民館組織は有名無実とな

ったり、あるいは公民館組織のみあって施設がまった

く忘れられたり、あるいは社会教育活動がいつの間に

か盗を消したり、という傾向が多いように思われる。

それだからこそ町内・部落公民館はあくまで「社会教

育機関」としての性絡を明確にすべきであろう。
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したがって活動の主たる内容は、まさ に社会教育的活

動でなければならない。["綜合」とか 「網羅」という

言葉はいかにも魅力的であるが、そのことのために、

公民館の本来的な任務が忘れられては意味がない。地

域綜合機関としてでなく 、むしろ社会教育機関として

「分化」される必要がある。何時l己、社会教育機関と

ンての施設 ・設備が充実されなければならない。将来

は市町村立公立公民館として正規の公民館ないし分館

に切り替えられ、行政的配慮にもとづく社会教育施設

の公的整備をはかる方向がとられるべきであろう。

社会教育機関としての性格を明確にすること、その

ための勉設 ・設備の公的拡充ー一一このことが、町内 ・

部落公民館の基本的な問題点である。これに関連し

て、そのほかのいくつかの間題点を簡単に整理してみ

よう。

(イ) 公民館をめぐる組織一一町内会 ・部落会組織が

公民館と癒着しがちであるため、地域住民のうち町内

会 ・部落会を支えている層一一特徴的にいえば、若年

層より老人層、労働者 ・通勤サラリー7 ンよりも旧中

間層、移動層より土着層、多数無関心層より一郎有識

者層ーーが公民館組織を形成している傾向がつよい。

ところによっては地域ボス崩に公民館が牛耳られてい

る場合も皆無ではない。都市は農村に比べて住民の移

!l'ih古3はげしく 、ホワイト ・カラーやフツレー ・カラー(

労働者)が多数を占める。公民館のこれまでの固定的

な顧客の枠をこわして、これらの新しい都市住民層に

どこまで組織をひろげるかが重要な課題である。

lロ) 公民館の活動一一町内 ・部務公民館は、(J)一般

行政の渉透のノレートとして利用されるケース、(2):1也域

の共同体的な規制をうけるケースがきわめて多い。極

端な例をあげれば公民館か淵税督促の場となったり、

あるいはお祭りや地区共有施設への寄付徴収の組織と

なったりしている。公民館がたしかに社会教育機関だ

とすれば、その主要な仕事法、むしろ住民の生活・j主

習要求をどう把鍾し、それを教育文化活動としてどう

具体化するかということであろう。 そういう意味で

は、公民館は上からの行政の下へのJレートになるので

なく、下からの住民の生活・学習要求を上にのばして

いくパイプにならなければならない。

門 生活 ・学習要求の把握一一地主主内の住民の個別

的な生活・学習要求がとらえ られなければならない。

これまで「住民」の要求や課題が問題にされる場合、

一部住民の要求が地域住民総体の要求としておきかえ

られたり、そのような「住民要求」がそのまま「地域

課題」と同一視して考えられたりする傾向がある。公

民館カι一定範闘を対象区域としているがゆえに、そこ

での 「地域課題」の把握がどうしても必要であるかも

知れないが、せっかちに 「地域課題」を組みたてない

で、やはり住民個々の課題をこそ基本にすべきであろ

う。これまで町内 ・部落公民館においては、これら住

民の要求・課題を基本に据えるという視点が弱く 、そ

の把握のしかたにも問題があったのではないだろう

I!>o 

(斗 公立公民館との関係一一住民自身の「自治」的

な町内 ・部落公民館は、それがほんとうに自治的なも

のであれば、きわめて貴重な組織といわねばならな

い。しかし、これらの活動も、行政の「環境醸成」が

貧弱であれば、充分な発展そのぞむことはむつかし

し逆に正しい「環境醸成」が用意されている場合

は、さらに大きく発展することになろう。そういう意

味では、町内 ・部落公民館は、施設 ・設備 ・職員の函

で公的に整備されている公立公民館とつねに有機的な

関係をもたなければならない。むしろ、町内 ・部落公

民館よりも、かかる公立公民館の拡充が先決であっ

て、それを住民大衆に拡散していく下位組織として町

内・部落公民館を位置づけることを考慮すべきであろ

つ。

類 似 公民館について一一

北九州市教育委員会社会教育主事 伊 藤 成 優

I 類似公民館の現状

社会教育法第21条に示す通り公民館を設置すべき者

は市町村であるが、その財政的な問題などで同法第

42条に基く類似施設を歓迎し、この助成策に出Tこと こ

ろが多いようである。そして住民の盛上る声、力lこよ

って建設されたと称しているが実は公民館の本質を腹

l1:.入らぬままに或いは取違えた考えを持ったまま、 ( 

住民の側で)建設された例も多い、llPちそこに何等の

助言も、行政指導もなかったかの様に見受けられる場

合も多いようである。

従って少し広い限で見ると(地理的K)直ぐ目と鼻

－ 45 －



の光I?:、 (機能的に)公民館としての最少限の機飴を

も果しかねる様なものが建っていたり、その運営の理

念もなく地元のボスの温床になったり、本来教育の場

であるべきものが姿変して行政の拠点になったのでは

ないかと思われるところもできているようである。

文類似公民館として在るべき姿か理解されていない

ためにか、その運営のための資金不足の訴え(助成金

の要求)が今日教育委員会にハネ返って、一つの悩み

の種とな 2ているようである。

E 類似公民館の性格

(J) 公立ではない任意の公民館であるから

ア、管理運営は拘束されるところなく自由である(

地区住民の意思できめられる)

イ、しかし公民館として本質的なものに変りはない

はずである。

(2) 公立公民館のミニチュア判ではない。

いわば小地区(域)公民館で、地区住民の日常生

活におけあ課題解決の場、社会教育、福祉活動実践

の場であり、それこそ地区住民の仕合せな生活を創

り出す話し合いの場、ミ茶の間ミであるべきであ

る。従ってここで公立公民館で実施してv、るような

大きな事業、例えば有名一流講師による講演会だと

か、大学教授を助言者に招いた大がかりな催し等は

やるべきではなρ と思われる。

(3) 類似公民館は公立公民館に代るものではない。

類似施設はあくまでミ類似ミであって……類似公

民館網が立波だからもう公立公民館は建設の必要は

ないというようなことがいわれる場合があるが、少

くとも現在では(何百年かさきでは別)その役割を

異にするものであり補うべきものと考えるべきもの

と思う。

(公立公民館は単に施設ではなく 、白から教育活動

を展開する機能が具有されるべきであるから)

(4) 類似公民館は公立公民館在中心とする一つの指導

体系の中で生きてくる。

E 問題点

(]) その性格を正しく捌んでいないn

公立公民館の代用としているの

単1こ地域の集会所と考えている。

(本来の在るべき盗を求めよう)

(2) 運営組織がうまくできていない。

その館の運営組織を裏返すと自治会、部落会等の

組織となっているような例をよくきかされる。

社会教育関係団体等との関連が正しくなされてい

ない例が多いようである。

(公民館としての機能を果す態勢を考えよう)

(3) 事業活動が好ましい方向に展開されていない。

館の事業と地域(部落)の行事が末分化の例をよ

く見受ける。

公立公民館の小型判をやる傾向が多いように思わ

れる。

(問題解決実践の場として、話し合いの場のハタラ

キをよく考え直そう)

(4) 公立公民館その他の公的機関との提携が考えられ

ていない。

(自からの体制を擁立して次には他との協調の上に

立って事業展開をはかろう)
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第3部門 地域住民の社会活動と学習活動を振興させるため:

公民館はどうしたらよいか
・・・・・・・目目・・目・・目・目目・目目・目目..............・.....・・ E・.................目・目目・目目・目・・ E・・ a・・.........・・・・白目.白目・目...・・・・・・・・・目・・目.白目.白目・目目・目・・目目・目・・目・・・.....白目・・a・・..目白.‘

.研究討議の主眼点

1. 社会活動について

1) 地域における新生活運動、明るく正しい選挙運動等はどのようにすす

められてきたかc

2) 運動をすすていくための組織と公民館との関係、はどうなっているかc

3) 公民館がこれらの運動を推進していく上で当面する問題は何か。

2. 学習活動について

1) 家庭教育、青少年教育面でどのような学習や活動がすすめられている

か。

2) 家庭教育、青少年教育振興のために公民館はどのような対策を講じて

きたか。

3) 学級、講座等事業の実施と地域、家庭における学習や活動面でどのよ

うな問題があるか。
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第 7 分科会 社会活動と公民館の関係

. 実援現場の問題提起

住みたくなる町づくりをめざして

~t;九州市立浅生公民館館長 好 男

は じめに

新生活運動;立時代の変遷2乙伴って生活を新しくする

いわゆる生活改良生活向上運動であると規定されてい

ます。しかし過去の新生活運動を反省して見ますと花

いっ4まい運動、年末年始の虚礼廃止運動、生活簡素化

運動としτ理解され、この進動が未t:末端まで浸透せ

ずに今日に至っていると思います。北九州五市が合併

後、新市の方針として緑と太陽の住みたくなる!日Iづく

りのために町を美しくする運動が提唱され各区にその

推進組織がつくられ、公民館を中心にしての実践組織

が結成されつつあります。今や全市をあげてのその実

践活動が展開されようとしています。当浅生地区も戸

畑区の玄関としての美化につとめようという挽進目採

を設定してその実践活動をすすめています。そこで以

下その現状と問題点を述べて見たいと思います。

付浅生地区の概況について

当地区は戸畑区のほぼ中心に位置し世帯数約 2.700
戸、人口13.000人をょうし八幡製鉄戸畑製造所の操業

開始に伴い主に工場街、社宅街、商応街として急速に

発展し新戸畑民衆駅の完成と共に戸畑区の表玄関にな

っています。

付 現状について

昭和39年2月27日fL公民館を母胎にして浅生地区内

の関係団体を網羅して浅生地区国土美化推進委員会が

結成され、花いっぱい活動推進委員会、清掃活動推進

委員会の二つの推進委員会を中心にして活動を展開し

ています。

(1)花いっぱい活動推進委員会

公民館において花いっぱい運動をみんなの運動にす

るためにはどうしたらよいかという事を話し合いその

話し合いの結果まず公民館にモテ勺レ花園を設定し地区

の人々に花いっぱい速動を意識づけ動機づける事が先

決であるという事になり、早速公民館関係者等の奉仕

作業κよりモテソレ花闘を設定し北九州市の春秋の花岡

コンクールに参加し引続きその維持管理をすすめて、

きれいな花を咲かせるために努力をしています。

(2) 清掃活動推進委員会

主，.::婦人会の協力を得て塵芥収集についての問題点

の発見に努めコンク リートゴミ箱より ポリエチレン容

硲による収集に切替えるために啓蒙調査活動力1始めら

れ、やはり衛生的で合理的なゴミ箱収集のためにはコ

ンク リート ゴミ箱よりポ リヱチレ ンの容器による収集

がょいという結論になり現在地区の三分の二の家庭が

ポリヱチレン容器によるゴ E箱収集が行われていま

す。文婦人会による消毒作業も展開されています。青

少年団体を通じての不用ポスターのピラはぎ作業、老

人会の定期的な奉仕活動が活澄にすすめられています

伺問題点について

騒音と煤煙、空地が少ない樹木、花樹木がちにくい

という。

(J) 立地条件からくる潜在意識と相まって運動κ対す

る理解と関心がまだ不充分である。

(2) 自主的な運動として展開されているが行政の仕事

を肩がわりされているという素朴な抵抗がある。

(3) この運動が自主的な奉仕活動であるので奉仕活動

K対する考え方tζ落差と断層がある。

以上の問題点を担l除しつつこの運動を推進する事に

よって地区の人々の一人一人の善意を掘り起しつつ近

代都市社会における市民性を高揚し住みよい町づくり

より住みたくなる町づくりへと前進させなければなら

ないと思います。
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- 助言者の問題提起

地域における諮社会活動そのもののとらえ方を考え

るにあたって、問題を具体化するために、これを新生

活illi動 ・公明選挙運動之絞って、それらがどのような

性物をもち、それがすすめられるにあたってどのよう

な原理に拠っているか、運動として指進するにあたっ

てどのような姿をとるのが適当であろうかなど、一応

検討する必要があろう。

公民館を「住民の学習活動」を「開発 ・援助」する

ための施設としてこれを把握するならば、新生活運動

も公明選挙運動ふともにこの「住民の芋習活動」の範

ちゅうに入る事柄として考えてよいではなかろうか。

従って公民館における設備 ・施設 ・役職員の働き ・

誠事業も みなこれら「諸活動」と切っても切れない有

機的な関係にあると考えてよいのではなかろうかの

Tこfご住民の活動として公民館で展開される社会教育

と、この社会活動の聞に全然2主異はないものであろう

刀、

[円jじ生活課閣にとり組むにしても、その過程として

の課題の設定 ・検討と解決 ・笑践の各段階聞に露点の

おき方には差異はないであろうかの

又それがあってよいものTごろうか。

このへんから公民館と社会活動との関係を探る手が

第8分科会

県社会 教 育 主 事 水 安 正摩

かりがつかめるのではなかろうか。

又もしかりに公民館と社会活動の閥1<:、密接な、有

機的な、相関関係があるならば、それは公民館のどの

部分にどのような形で関係するものであろうか。

公民館の施設が、設備が、職員の働きが、事業が具

体的にどのように役立つか、又中央公民館 ・地区館 ・

部落町内公民館とわけで考えた場合、それぞれがどの

ような形で運動花関係するものであろうか。

特K第 2部門で討議される予定の部落町内公民館の

生活;ま新生活運動の実践組織として見る ことの可能性

を示唆するように思はれる。

以上の諸項がここで討議究明され、公民館と社会活

動の関係が明確になるならば、従来とかく分離しがち

な、またもやもやとしていた両者の関係が清算され、

すっきりした気持で地域社会教育が腹関される ことに

なると思はれる。

そしてそれは社会教育における内容的な総合と言っ

てよいのではなかろうか。

このような観念の整理は、社会教育推進の過程にお

いて極めて重要な事であり、この大会にとりあげてあ

えて一分科会を設けた意味もここにあると思はれる。

学習活動をすすめるために

- 実践現場の問題提起

家庭教育学習の実際と問題点

稲附市東住吉公民館社会教育主事有1i 日 野 日寺 彦

1.まえがき

学校教育依寄の榎強い傾向から脱皮するために、家

路が人閥形成の基盤であるこ との7意識をもたせる必要

に迫っている。福岡市教育委員会では、昭和37年以来

時代の進展に即応して、教育方針を示し地域性、地縁

性から発生する身近かな諸問題の解決に関係者は取り

くんでいる。昭和39年度福岡市教育委員会が委嘱した

家庭教育学級開設は241'級であったが、委l属学級の外

に婦人学級として、学習した学級も数多い。学習函で

の顕著なものは、子供に対する概念仰な学習よりも、

親自身そのものが親のものとして(人間として)学び

とる盗勢が現われている。

・鳥飼公民館・ ・現代における家庭教育の再検討、再

編成をめぎし、両親が新しい知識と技術を身につけ

'<;}，、

-東住吉公民館……児童の心週発達過程を知り、それ

を基盤にして、わが子をみつめよう。

家庭教育学級が振興するにともなって

・学校、地域社会、家庭の述絡協調がスム ー ズにな
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る。

・家庭の孤立化から、社会の家庭としての認識が高ま

ってきた。

・然しながら、父親の参加が依然として少ない、昼間

の開設ではやむを得ないかもしれないが、 (夜間の

開設では参加者がある)母親から父親へ学習の内容

が伝えられているものと信じたい。PTAが主体と

なって、開設している学級では父親の参加が多いよ

うt:'。

2，福岡市東住吉家庭教育学級

-対象 ・・・両親のいずれか。

・学習目標一・・児童の心理発達過程を知り 、それを

2基盤にしてわが子をみつめよう。

・学習目標の展開

網緩的な学習の主題をきけて、児童心理を中心と

して系統的な学習内容を展開した。(学習プログ

ラム参照)

・学級生数・・・ ー父親3名 母親41名 計44名

・時間敏回数 ・・.30時間 15図
・学習の場所…。・東住吉公民館

.開段からみた効果

1. 学校、家庭の有機的な連絡提けいがとれるよ

うになった。

2. 家庭教育の重要性が認識された。

3. r隣りある1町づくり」の提唱運動が理解され

つつある。

4. 学級修了生が一つの核となって、小グループ

のリ ーダーになりつつある。

5 講師提供の資料をプリント にして、配付し展

関こ供したことは、事前事後の学習:こ非常によ

い効果をもたらした。

6. 系統的学習によって一貫した内容を珂解する

ことが出来た。

7. 学習記録を学級生が輪番制で記録し、記録の

感怨を必ず記入したため学級生の意識を確認す

ることが出来た。又この記録を学習日に朗読発

表する ことによって学習意欲を高めるに役立つ

fこ。

・実施上の問題点

1. 学習内容

地獄性、地縁性から発生する生活H:'身近かな課

題にとりくむ必要がある。

2. 教材

プリント以外の教材(映画録音テープ等)の積

極的活用が必要であった。

3. 出席について

夜間の関識は主婦にとって重荷であった。季節

的配慮が必要であろう。

父親の参加が非常に少なかった(出席した父親

の受講態度や積極的な発言は非常によかった。

)若い母親の参加が少ない。

4. 実施回数時間について

延15回の回数は適当だったが、1図の時間 211寺
聞は短かいので十分な学習方法が講じられなか

っTこ。

-今後改善を要する点

1. 学級編成について

グループ学習(特!1:小地域によるもの)集団の

開設。

中央学級の開設(小グループが年2回位合同集

合し、学習の実践研究の発表や相互学習を行

う)

2. 教材について

映画録音テープ等の積極的活用

3 学習計画について

学習の領域が広いので、年次計画にもとずき、

段階的な学習計商が必要である。

4. 学習

実践活動、調査活動の積極的な学習展開が必要

である。

5. 出席について

昼間の学習にしたい。(母親対象)

1回の学習時聞は 3時間位にしたい。

(この場合父親の参加はほとんど皆無でゐろ

う)夏期、冬期は極力きける。

6. 未参加者への周知について

広報活動を通じて常時略発を行なう。

(上記のグループ学習集団で幾分でも解消する

たeろう)

7. 学習効果の1酋及広大について

学級生として芋んだ人たちは、自からの自己学

習の手段として効果あらしめることは論をまに

ないが、未参加者への周知をかねて、学級修了

生が中心(リーダー)となり近隣の人たちに対

し、学習の内容やその効果を知らしめる新しい

仕組を考える必要がある。

一一学習プログラム一一

※学習目標-…・・児童の心理発達過程を知り、それを基

放にしてわが子をみつめよう。
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日月 |時間数|書室|裂 E料 備 考・学 習 i課 題

7 

9 
学級開設のための運営委員会を構成する 2.00 話し合い

講主事師1 :9:2 

地域住民の希望と問題点を整理し学習主
東専住任吉橋講中師学口校長連 平2.00 " 15 題を設定

8 関 講 式 言時 義
2.00 フ。 リ ン ト " 6 (魔術的童話の時代) 話し合い

本能続出時代 2.00 " " " 20 

自律時代から個性傾向の確立まで
2.00 " " H 

27 (真実にふれさせる教育)

9 
H 2.00 " " " 

11 

援に対する親子の態度 2.00 " " " 18 

プリ ント 社教主事補
話し合いの姿を知ろう 2.00 " 映 函

22 (娘の手紙) 日野時彦

援に対する親子の態度 2.00 " プリ ‘ J〆
ト | 橋口校長

29 

10 
" 2.00 " " " 2 

子供の正しい袋け方
2.00 " " " 

9 家庭教育の在り方

" 2.00 " " " 
15 

心情検診と心情質変調の治療 2.00 " " " 26 

11 
" 2.00 " " " 4 

" " 
2.00 " " 

10 (閉 言韓 式) (反 省 会)
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- 助言者の問題提起

「るす 家庭児童」 対策について

稲岡県青少年問題協議会次長 下 )JI 宏

一、緒言

昨年、公表された厚生省の「全国家庭児!iJ:剥査の結

果は、現在ミるす家庭児童ミがどんなに多し、かを哀付

ける有力な資料の一つである。それにょによると、全

国の母親の半分以上が家事以外の労働をしており、そ

の四分のーが一日10時間以上も働いている内ミ共かせ

ぎミ現象が、各階庇1で進んでいるのであるのほとんど

が「生活を支えるため」だが、父籾の収入で一応の生

活ーができる場合でも、母親が働いている例が多い。か

つ、母親の進出を促がす職場がふえているため、家庭

教育の機会と場11:恵まれぬミるす家低児童ミの数が多

くなるのは当然であるn

このとるす家庭児童ミの対策は、国家的11:はほとん

ど講じられていない。 ミ留守家庭児Z置の問題と非行少

年の問題を、簡単に結びつけるのはもちろん誤りだ

が、両考11:関係があることを示す資料が多い。

二、 県の調査

ミるす家庭児!llミの数については、この問題に熱心

な府県或は市、u町村で調査されている例が若干ある

が、全国的な数字;ままにどこにもない、北九州市では

昨年調査されている。福岡県では、本年二月に県青少

年問題協議会、県教育委員会共同で、このミ留守家庭

児童ミのー費制査を実施した。そのときの ミ留守家庭

児ii1ミの定義は 「同級またはこれに代る者などが毎日

あるいは数日家を雛れて働くその日数が、一年間に

180日以上に速し、 もしくは遥すると判断される家庭

の児童生徒であって、学校から帰宅しでも夕刻まで監

設する者がひとりもいないので放任されている児童生

徒」とした。

調査の結果の一部は下表のとおりである。

て一一ーデ ~ï-tf~ーす「一一「一一
"， I市 郡 別 !生徒総数 !該当総数!率(必)

1- -ーー一一 一「一一一一ー一一一一「一ーーーー一一ーー「ーーー一一一一
|筑紫郡 I6.483 I 988 I 15.2 

学!一一一一一 |一一一一一l一一一|一一一一一
|筑後市 I2.843 I 303 I 10.7 

生|一一一一1- - 一一l一一一一一l一一一一
田川 市 I 6.487 870 I 11.8 

引盟主l主宰

三、 「るす家庭児童」対策について

j)íj!jjの調査の結県を待って、娘、県背少年r~IJ脳協t滋

会及び関係各機関、各々の立場で主主繋を密にして策定

すべき ものであるが、おうよそ考えられる積回の大要

はrx.のとおりであろうとM:Jわれる内

(1) 地域指導者の活動

児童委員、子ども会、育成会、PTA、老人クラ

ブ、 婦人目1~1志氏所属する地域指導者 、 その他民|制指

岩手者;立、自宅集会i9i、公民館、 その他適当な場所を

選C'とるす家庭児mミを集めて、その親が帰宅する

まで、その子どもの指導をするようにするこ との

(2) 神社、寺院、保育所等の開設

これらのところでは、るす家庭児童が安全に、遊

びi品せるよう、その広場や施設を開放提供すると と

もに、その管理者が進んで地域の民間指導者とな

り、これらの児童の指;J:f.を行なうようにすることn

(3) 児童館の設置と、その活用

市町村は児童館を設置し(あるいは既設の建物を

児童館として改築する)対策の一環としてこれを活

用する。

(4) 学校における指導

7、小、中学校、タ五IJまでの時間開放する指導

イ、教師 (指導員)

(5) 子ども会活動の日常化

(6) ミるす家庭児童 ミの家担当は児童のたまり場となり

やすいので親において近隣の人 t民間指導者その

他)と連絡しておき善導に努めること。

(7) 学童保育所の開段についての検討

「愛のひとことJ運動について

県青少年問題協議会では木年目工の述動回線と してミ

愛のひとこと速動ミを提唱している。その要領は次の

とおりである。 御賛同の上、具体的運動方法等11:つい

てお話合いを願えれば幸である。

「愛のひとこと」運動実施要領

一、越旨 40年度11:展開する青少年保設育成運動のー

環として両親をはじめ年長者が良識ある社会人とし

て行動する とと もに青少年をいたわり、はげます 「

愛のひとこと」運動を関係団体ならぴ社会一般の協

力により、年間運動として実施して広く県民全般の

関心と自覚を高揚するものとする。
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二、各種 「愛のひとこと」運動

三、実施期間昭和40年5月1日からIIH和41年3刀31日
まで

1日目、 スローガン ひとの子にも 「愛のことは」をかけ

ましょう

在、主唱福岡県青少年問題協議会

市、町村青少年問題協滋会

六、計画の樹立および実施

県、 市、|町、村青少年問題協議会は越旨が各家l必

ならぴ地域社会1<::浸透するよう、あらゆる創窓の普

及活動を行なうとともに、関係機関団体と協J避のう

え、それぞれ適切紅計画を立て、 その jft:illi:こあた

る。

七、突絡事項

つぎの背少年をみたら、せめてこれに'けは、みん

な、つぎの要領で、ことばをかけましょう。

(J) 切るい家庭、職場

・お手つだいや仕事、よいことをしている苛少年

をみたら、

「よくやるね、いい子fごね、ありがとう」

・悩んでρ る青少年をみたら

ひとことの励ましのことばをかけましょう。

(2) 公徳心の荷揚

・公園や駅でエチケッ トを守らない背少年ーをみた

ら。

・車内でエチケットを守らない背少年をみたら。

.守っている背少年をみたら。

「エチケットを守りましょうね」

「よいことをしたねJ

(3) 事故防止

・交通規制を守ら ない71少年をみたら。

・危険な場所で遊んでいる背少年をみたら。

「規制を守りましょ うね」

「ここで遊んでは危険ですよ」

(4) 非行防止

・夜遊ぴをしている苛少年をみたら。

・酒、たばこ、1I!I¥11m，架空手をのんでいる背少年をみ

たら。

「はやくお帰り 、 ~:;家の人が心配しています

よ」

「そんなもの、のんでほいけませんよ」

学習活動に つ い て

lR社 会 教 育 主 事 柴 田 !五 ，r 
広コ

1.学習活動の現状と問題点

公民館の施設 ・設備 ・職員の整備状態にもよろうが

公民館における学習活動は、それぞれの公民館によっ

てずいぶん落差がおおきいようにみられる。

特1<::地域の変lまうが急激におとづれ住民の生活情造

をかえた関係で、学習活動はいよいよ困難になってき

たように思われる。

{I) 学習活動の不振

公民館の事業としての背年学級K新たな活路を見い

Tごしたところ、成入学校 ・成入学級の職業技術 ・生活

技術を内容としたコースを設け、学習活動l乙魅力をつ

ないでいる公民館もあるようである。

しかしその参加者は、全住民からいえばごく一部分

にしかない。学習活動t己創意と工夫をこらしていると

ころを除いては次第に不振をまねいている。

全市町村を通じて、家庭教育1<::対する取り組みは活

発になったが、生産の中核的寄在である男子成人の参

加は依然として低調である。諸講座では、年間 5-6
種類の講座を開設しているところから、 2-3種類の

講座が設けられているといった具合で、地域:こよって

定期講座開設の怠欲や住民の講座講演の利用態度は、

さまざまである。

公民館が地域社会の文化センターとなるにはまt:'程

遠いものがある。

それのみか、農村における背年の離農離村によって

青年学級の運営は著しく困難をきたしている。昨年か

ら新たに家庭教育学級が開設されているが労働力の過

重 ・生活の多忙さ等が原因で、学習に参加できない婦

人周が多くなった。

女子青年の学習活動で特異な現象は公民館での金の

かからない学習活動よりも、金は払っても役立つもの

へ、参加するといった考え方がでている。

また、実益になる学習には参加するが、そうでない

ものは見ひこうとしない。

このようなことを見ききしていると、次のようなこ

とを考えさせられる。

ア、学習活動の内容は、住民の生活欲求1<::合致してい

るTごろうか、住民の生活速度にみあっているであろ

うか。

－ 53 －



イ、どこまでその内容が多く の人を満足きせ、ひきつ

けているであろうか。

ウ、学習に参加した人が、受身でなく 、学習し得たこ

とを、主体的にどのようにいかしているTごろうか。

ウ、複雑多様な住民の欲求K答える講座が設けられて

L、るTごろう1J>o

エ、問題解決をたすけるための図書資料は整備されて

いるfごろうか、

このようむことを、参加者の立場にたっていま一度

評価してみてはどうだろう。

(2) 学習活動に新しい芽生え

うえとは反対に、量的Kはすくないようだが、専業

農家が農業経営が個人の努力ではどうにもならない段

階から目ざめ、生産グループによる共同学習によっ

て、共同経蛍の精神を学ぴとろうとしているところも

あらわれている。

福岡市 ・甘木市の勤労青年学校が企業側と協力し、

定員を越える生徒を確保していることも、現状からい

っては珍しいことである。 田川市の成人学校には 5-
6の学習コースが設け られているが、各コースとも学

習活動は活発であるときいている。

ここで考えさせられることは、切実な学習欲求11:.答

えるための対策を、公民館(個々 ・主事会)で研究す

ることが緊急に必要になっている。

2.学習活動の振興の方向

内部的11:.外部的t己、施設としての条件を整備する努

力を積みあげる必要があろうが、次の事項はこれから

の重要な課題であろう。

(1)社会教育における公民館の位置づけ

社会教育には、住民自らの行なう社会教育(個人・

団体)と助長するための社会教育とのこ面が考えられ

るが、その基盤はどこまでも住民の生活におかれなけ

ればならないだろう。そのために公民館は、住民個々

の具体的な生活課題(地域課題を含み)解決のための

相談機関 ・協力機関という位置づけが必要と思う。

また社会的要求として、行政機関が意図する、地域

の社会教育の振興のあてにむかつ℃事業を立案計扇し

実施する社会教育機関でもなければならない。勿論そ

れにしても地域住民の生活を離れてはなりたたない。

この函で後者に「ウエート」がおかれすぎると、学

習活動は活気を失なうことになりかねない。

(2) 住民とともにある公民館職員の盗

社会教育は、住民の生活を中心的な柱としているの

で、公民館は住民の行なう社会教育の条件をつくるこ

とが先決と恩われる。

そう考えると公民館職員は、住民へ 「サーピス」す

る立場にあるといえよう。

住民とともに生活し、住民とともになやみ、住民と

ともに考えるところに公民館の意義がある。住民の生

活を知り 、住民のなゃみを理解し住民の問題を解決す

るために、先ず対象をいかに把握し組織だてていくか

を考える必要があろう。

(3) 対象の抱纏と、生活課題の発見

住民の生活をはなれた学習活動はみのりうすでめる

ことを思うと、先ず何よりも必要なことは、社会の進

展K伴ない変ぼうした対象を、質量ともに正確に把握

し、その生活上の問題をきめこまかにつかみ認識ずる

ことが大切であろう。その生活上の課題は複雑であろ

うが整理し、解決の方向を思索しみいだし、問題解決

の条件を整備していくことが肝じんではなかろうか。

しかし、現在の公民館の物的人的組織ではどうにも

ならないではないかといわれよう。なるほど最もなこ

とであるが、物や金がないからといってほってはいら

れない。条件が悪ければ惑いで対策を考えねばなるま

L、。

具体的な方法として、公民館運営協力組織を設ける

ことなど、いかがなものであろうか。この組織の中で

いろいろな機関団体の接触融合がはかられたとしたら

それぞれの社会教育的活動が総合的に展開されること

になり、はては公民館がそれらの学習活動の総合的計

画の編成者としての役割をはたすことになりはすまい

か。

次tζ公民館で、まず意欲的なグループをつくって、

多くの学習活動の核となす方法も-Ul'ではなかろう

古〉。

団体活動11:.小集団活動がとりいれられ、組織や活動

の近代化が図かられているように、公民館において

も、小地域の公民館活動を育成する方策が、公開官活

動の問題解決の一方法として考え られでもよさそうな

ものである。

公民館運営φ近代化は、このような述常の科学化 ・

民主化と教育的配慮によって、進められるであろう。

以上あれこれ、学習活動の振興のために、問題を提

起したが、要するに公民館における学習活動は、この

あたりで住民の自ら行なう社会教育の立場を住民自身

11:.認識させる必要があろう。従来のようにお客さま的

学習態度から、自ら主人公になる。学習活動の姿勢に

立ちむかわすべきではなかろうか。

対策としては、公民館が地域住民の変ぼうした生活

実態を正確に把握理解し、生活と結びついた学習活動

が行なわれるよう計画的組織的に条件撃備することが

必要であろう。

この学習の過程において、地域住民は体験を通じて
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公民館の重要性を認識し、公民館の役割を理解し、ひ

いては公民館が施設としての機能を十分発揮できるよ

う希求してくると思う。 (視聴覚線材 ・図書・ー実習室

・青年の恕の場 ・家庭 ・育児相談室 ー・等の整備、験

メモ

員の充実 ・身分保証等)

それは速く廻り道のようであって、実は近道ではな

かろうか。
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科学センタ ー ・MS気望台

熱帯魚センター ・龍宮城
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映 画 フ ィ ル ム 貸し出しのご案内

福岡県貯蓄推進委員会

福岡県貯蓄推進委員会(事務局一日本銀行福岡支后)では、県民のみなさんに生活改

善と貯蓄との深いつながりを知っていただくため、これからの家族関係、を扱った明る

い劇映画ゃ生産・消費の合理化を扱った記録映画、学習用ス ライドなどを準備して公

民館 ・婦人会 ・青年団 ・子供会などの各種集会に無料でお貸しいたしておりますか

ら、と利用願います。

なお、貸出しと希望の向は、下記へお申し出下さい。
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日本銀行北九州支庖
北九州市小倉区紺屋町207の3
1昔話 小倉 53-3581 (代表)

主 な 映 画 と ス フ イ ド

アメリカの家臣室生活 父と母とその子Tこち 劇 53分
第1i郁子どものしつけ 記録(カラー)32分 土 と 愛 期iJ(カラー)75分
第 2f~1 おかあさんの仕事 記録(カラー)28分 石ころの敬 期l 62分
第 3部 アメリカの若い幾家記録(カラー)30分 背年の虹 Jl!J 59分

東京の空の下 記録 285j 現代家族 Jl!J 58分
ヨーロッパのくらし 記録(カラー)45分 愛情屋台 Jl!J 58分
こども銀行 記録 31分 ~I捕しき |日婚脈行 劇 30分
火山灰地 記録(カラー)30分 三~1まの小山羊 劇 41分
西ドイツの村づくり 記録(カラー)28分 限りなき友情 Jl!J 30分
前向きの農業 記録 25分 おしどり家計簿 串l 31分
北海t乙生きる 記録 40分 考える農業 経済解説 32分
おかあさんの学 記録 29分 家計総のつけ方 (1-5巻) スライド 363駒

(この他にも多数用意しであります)

ー あすのしわせ そだてる貯蓄ー
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取締役
社長九州電力株式会社
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